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第１章 調査の概要 

１ 調査の背景 

国民の４人に１人が７５歳以上の後期高齢者となる 2025 年（平成３７年）

を前に、国は国民の「健康寿命」の延伸を目指すとともに、医療費の適正化

を推進する施策を展開している。  
このような中、2012 年（平成２４年）４月の調剤報酬改定において、保険

薬局における薬剤服用歴管理指導料の算定要件に「残薬の状況の確認」が盛

り込まれた。これにより、薬剤師には残薬に関する情報収集やそれに基づい

た患者への服薬指導、医師への処方調整依頼などの取組が求められることと

なった。  
 さらに、2014 年（平成２６年）４月の調剤報酬改定では、残薬の状況は「処

方箋の受付後、薬をとりそろえる前に確認する。」と明記され、残薬確認の重

要性は増大している。  
 

２ 調査の目的  

高齢者等の薬の飲み残し（残薬）に着目することにより、適切な薬物療法

を提供するとともに医療費の適正化を図るため、残薬の実態や残薬が生じる

原因等について薬局薬剤師が患者居宅を訪問して調査を行った。 

あわせて、残薬の状況に応じた患者への服薬指導や介護者への報告、医師

への処方調整依頼などの取組を積極的に行い、その効果を検証した。 

さらには、引き続き支援が必要な患者には、残薬確認を在宅訪問薬剤管理

指導につなげていくことにより、高齢者等のＱＯＬの向上を図ることを目的

とした。 

 

３ 調査の実施方法 

埼玉県は平成２６年度、一般社団法人埼玉県薬剤師会に「薬局・薬剤師を

活用した健康情報拠点推進事業」を委託し、そのうちの 1 事業として「高齢

者等の薬の飲み残し対策事業」を実施した。 

一般社団法人埼玉県薬剤師会社会保険委員会において実施方法等を検討し、

調査票の作成や調査結果の解析等に当たっては、日本薬科大学臨床薬学教育

センターに協力を依頼した。 

また、一般社団法人埼玉県医師会に対し処方調整などへの協力を依頼した。 
 

 (1) 一般社団法人埼玉県薬剤師会 社会保険委員会の構成 

                              （敬称略） 

会 長 内山 宣世 一般社団法人埼玉県薬剤師会 会長 

担当役員 鯉渕  肇       同上      副会長 
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 (2) 検討経過 

 【打合せ会】 

   日  時：平成２６年４月２８日（月）１５：００～１７：００ 

   場  所：埼玉県薬剤師会会議室 

   検討内容：事業の進め方について  

【検討会１（第２回社会保険委員会内）】 

  日  時：平成２６年５月１７日（土）１６：００～１８：３０ 

  場  所：埼玉県薬剤師会会議室 

  検討内容：全体スケジュール及び調査方法 

【検討会２（第３回社会保険委員会内）】 

  日  時：平成２６年６月３日（火）１６：００～１８：００ 

  場  所：埼玉県薬剤師会会議室 

  検討内容：臨床試験計画書、調査マニュアル、患者用アンケート用紙、

薬剤師用調査票、残薬仕分袋及び参加患者の募集方法 

【検討会３（第４回社会保険委員会内）】 

  日  時：平成２６年６月１８日（水）１６：００～１８：３０ 

  場  所：埼玉県薬剤師会会議室 

  検討内容：調査マニュアル、患者用アンケート用紙及び薬剤師用調査票  

【検討会４（第５回社会保険委員会内）】 

  日  時：平成２６年７月７日（月）１４：００～１６：００ 

  場  所：埼玉県薬剤師会会議室 

委員長 斉藤 祐次 一般社団法人埼玉県薬剤師会 常務理事 

委 員 池田 里江子       同上      理事  
委 員 久津間 信明       同上      理事  
委 員 齊田 征弘       同上      理事  
委 員 松島 喜久夫       同上      理事  
委 員 宮野 廣美       同上      理事  
委 員 畑中 典子       同上      理事  
委 員 芳澤 正士       同上      草加地区  
協力者 松田 佳和 日本薬科大学臨床薬学教育センター 

   センター長・教授 

協力者 藤原 邦彦       同上         教授 

協力者 鈴木 勝宏       同上         教授 

協力者 中村 有貴       同上         助手 

事務局 岡安 健一 一般社団法人埼玉県薬剤師会 業務課  課長  
事務局 齋藤 京子       同上        業務課  係長  
事務局 境  愛美       同上  薬事情報センター  技師  
オブザーバー 井上 裕子 埼玉県保健医療部薬務課 主幹 

オブザーバー 小林 昌代       同上    主査 
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  検討内容：Ｑ＆Ａの作成、調査協力薬局を対象とした説明会及びデータ

集計プログラム開発の委託契約 

【調査参加薬局を対象とした説明会】 

  日  時：平成２６年７月２６日（土）１５：００～１６：３０ 

  場  所：埼玉県庁第３庁舎講堂 

  説明内容：事業の趣旨及び概要、調査マニュアル等 

【検討会５（第８回社会保険委員会内）】 

  日  時：平成２７年１月２８日（水）１５：３０～１７：００ 

  場  所：埼玉県薬剤師会会議室 

  検討内容：集計及び解析結果の概要報告 

【電子メールによる検討】 

  上記のほか、随時、電子メールによる意見交換を行った。 

 

 (3) 調査の流れ 

  ア 調査参加薬局の募集 

 一般社団法人埼玉県薬剤師会から各地区薬剤師会に対し、調査の概要

を説明するとともに調査参加薬局の推薦を依頼した。  
 調査参加薬局が確定した時点で、調査票、残薬仕分袋、募集用ステッ

カーなどを郵送し、平成２６年７月２６日に調査参加薬局に対する調査

方法の説明会を開催して調査を開始した。  
イ 対象患者の選定 

  ５０歳以上、慢性疾患で１年以上の服薬歴を有する者等の基準を設け、

調査参加薬局が薬剤服用歴等から訪問の必要性が高いと思われる患者を

独自に選定した上で調査の概要を説明し、参加する意思が確認できた患

者に同意書の提出を依頼した。 

  なお、できるだけ多くの薬局に参加してもらうため、原則として対象

患者は１薬局１患者とした。 

ウ 患者居宅の訪問による調査の実施 

  平成２６年８月１８日から１０月３１日までの間に、原則として初回、

２回目、最終の計３回、調査参加薬局の薬剤師が患者宅を訪問し、残薬

の仕分けや聞き取りによる患者アンケートを実施した。 

 また、残薬の状況に応じた患者への服薬指導や介護者への報告、医師

への処方調整依頼などの取組を積極的に行い、その結果等を薬剤師用調

査票に記載した。 

エ 患者用アンケート用紙及び薬剤師用調査票の回収及び集計 

  調査終了後、記入済みのアンケート等は郵送により一般社団法人埼玉

県薬剤師会が回収した。 

  調査データの集計に当たっては、データ入力アプリケーション等の開

発を医療情報事務所 一貫堂 井上重之氏（一般社団法人埼玉県薬剤師

会会員）に委託し、データの入力は日本薬科大学臨床薬学教育センター
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が実施した。 

オ 集計結果の解析 

  アプリケーションから出力したデータの整理、解析等は日本薬科大学

臨床薬学教育センター 教授 藤原邦彦氏が中心となって実施した。 

 

４ 調査の内容 

 (1) 患者用アンケートの項目 

項 目 
訪問回 

初 回 ２回目 最 終

薬物療法を受けている疾患名 ○   

服用している薬を処方した医療機関(病/診の別) ○   

受診している診療科の名称 ○   

飲み残しの薬の廃棄方法 ○ ○  

薬の日数調整の希望の有無 ○ ○ ○ 

薬を飲み残した理由 ○ ○ ○ 

飲んでいる薬の説明の有無及び説明者 ○  ○ 

説明の理解度 ※ ○  ○ 

薬局への信頼度 ※ ○  ○ 

現在の体調 ※ ○  ○ 

  ※ 視覚的評価スケール（ＶＡＳ：Visual analog scale）による 

       ＶＡＳは主観的な尺度であり、実施前後の変化を把握するのに役立つ。 

    使い方は資料編「２ 患者用アンケート用紙・薬剤師用調査票」参照 

 

 (2) 薬剤師が実施する訪問調査の項目 

項 目 
訪問回 

初 回 ２回目 最 終

受診医療機関の詳細 ○ （○） （○）

患者宅にある薬剤の確認及び整理 ○ ○ ○ 

患者情報（家族形態、介護度、薬剤の管理者） ○   

患者情報（薬剤師から見た患者のアドヒアランス※、

患者との質疑応答内容） 
○ ○ ○ 

残薬解消のための患者への具体的取組 ○ ○ ○ 

残薬に関して気づいたこと ○ ○  

処方調整の具体案 ○ ○ ○ 

訪問と薬局窓口での残薬確認の効果の比較   ○ 

訪問による残薬確認の適切な頻度   ○ 

薬剤師の取組による在宅への成果  ○ ○ 

調査に要した時間 ○ ○ ○ 

  ※ アドヒアランスとは、患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に

従って治療を受けること。  
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第２章 調査結果 

１ 調査参加薬局 

 調査には、埼玉県内の全保険薬局の 6.8％にあたる 183 薬局が参加し、204
名に調査を依頼した。そのうち 174 薬局で 185 名（90.7％）から患者居宅で

の残薬調査への同意が得られたが、調査票の記載不備、患者の様態悪化によ

る調査中止などにより、140 薬局から得られた 150 名（73.5％）の患者デー

タが解析の対象となった。（表 1）  
 

表 1 調査参加薬局と同意取得状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 患者の基本情報 

 (1) 性別と年齢 

 データ解析対象とした患者 150 名の性別割合と年齢分布について図 1 に

示した。  
 性別では 150 名中、男性が 63 名（42.0％）、女性が 87 名（58.0％）で

あった。  
 平均年齢は、全体では 78.6±8.3 歳（最低：52 歳、最高：94 歳）、男女

別では男性が 77.2±8.8 歳（最低：52 歳、最高：91 歳）、女性が 79.6±7.8
歳（最低：53 歳、最高：94 歳）であった。  
 また、75 歳以上の後期高齢者が占める割合は、全体で 72.0％、男女別

では男性が 66.7％、女性が 75.9％と女性での後期高齢者の割合が高かった。 
 

 (2) 患者の家族形態と介護度 

 患者の家族形態は、150 名中の独居者が 33 名（22.0％）、夫婦での二人

暮らし（以下、「夫婦」という。）が 56 名（37.3％）及び配偶者以外の同

居家族有（以下、「家族同居」という。）が 61 名（40.7％）であった。  
 さらに、それぞれの群での平均年齢は、独居者が 82.4±7.4 歳、夫婦が

77.9±7.3 歳、家族同居が 77.2±9.0 歳であり、独居者の平均年齢は家族同

保険薬局数 患者数（名） 

埼玉県内の全保険薬局数

（平成 26 年 12 月現在） 
2,673 

調 査 参 加  183 204（100％） 

同 意 取 得  174 185（90.7％） 

有 効 デ ー タ  140 150（73.5％） 
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居及び夫婦の平均年齢に対して有意に高かった（p<0.05）。（図 2）  
 また、家族同居における本人を除いた同居家族の平均人数は 2.4 名であ

った。  
 

 
図 1 患者の性別と年齢分布 

 
 

 
図 2 患者の家族形態 

（有意差検定には Student-Newman-Keuls 検定を用いた。） 

 
 

 患者の介護度は、自立が 106 名（70.7％）、要支援が 9 名（6.0％）及び

要介護が 35 名（23.3％）であり、要支援及び要介護の状態区分とその割合

を図 3 に示した。  
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           図 3 患者の介護度 

 
 

 (3) 受診医療機関、診療科及び疾患名 

 受診医療機関については、診療所のみが 69 名（46.0％）と最も多く、

病院と診療所の両方利用は 32 名（21.3％）であり、患者１人当たりの受

診医療機関は平均で 1.9 施設であった。（図 4 左）  
 また、受診診療科は、循環器内科が最も多く、次いで消化器内科、眼科、

整形外科と続き、高齢者ならではの特徴を反映していた。（図 4 右）  
 

 
 

図 4 受診医療機関と診療科 

46.0%

32.7%

21.3%

1施設

67名
44.7%

2施設

47名
31.3%

3施設

26名
17.3%

4施設

10名
6.7%

43
0
3
3
5
7
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12
15

22
34
36
39

62

0 20 40 60 80

その他

婦人科

精神神経科

血液内科

外科

呼吸器内科

皮膚科

神経内科

泌尿器科

内分泌内科

整形外科

眼科

消化器内科

循環器内科

患 者 数

【その他】

内科、歯科、耳鼻咽喉科、脳外科

糖尿病内科、膠原病内科、心臓外科

呼吸器外科、リウマチ科、緩和、

患者１人当たりの受診診療科数 
   平均＝1.9 診療科 
   最大＝  7 診療科 

自立 

106 名 

要介護 

35 名 

要支援 

9 名 

要支援 1

6 名 
要支援 2

3 名 要介護 1

22 名 
要介護 2 

10 名 

要介護 3

2 名

要介護 4 

1 名 

診 療 所 のみ 

69 名  

病 院 ・診 療 所 の両 方  

32 名  

病 院 のみ 

49 名  

150 名 9 名 35 名 
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 薬物療法を受けている疾患名については、138 名（92％）の患者は自分

の疾患名を知っていたが、10 名（6.7％）の患者は疾患名を知らなかった。

また、患者１人当たりの疾患数は 3.4 疾患であった。（図 5）  

図 5 疾患名の認知度 

 

３ 残薬調査結果 

 (1) 残薬及び不要薬の状況 

 患者が飲み残した処方薬のうち、現在服用中の品目を「残薬」、それ以

外の品目を「不要薬」とし、初回調査時及び最終調査時における状況を表

2 に示した。 

 初回調査時にはすべての患者に残薬が生じており、不要薬も 97 名

（64.7％）の患者が保有していた。 

 

表 2 残薬及び不要薬の状況 

 

 

 

 

 

 初回調査時 最終調査時 

残 薬 不要薬 残 薬 

保 有 患 者 数  150 名 (100%) 97 名 (64.7%) 142 名 (94.7%)

金 額 (円) 2,227,704 737,625 1,281,969 

6.7%
1.3%

92.0
%

40
2
3
6
6
7
7
9
10
10
12
12
15
15
17
22
26
28
31
34
34

41
82

0 20 40 60 80 100

その他
慢性関節リウマチ

COPD
貧血

パーキンソン病
腎疾患
肝疾患

痛風(高尿酸血症）
緑内障

気管支喘息
前立腺肥大症

不整脈
白内障

逆流性食道炎
胃・十二指腸潰瘍

腰痛症
骨粗鬆症
不眠症
心疾患
便秘症

脂質異常症
糖尿病

高血圧症

患者数

知っている 

138 名 

知らない 

10 名 

答えたくない 

2 名 

患者 1 人当たりの疾患数 

 平均＝3.4 疾患 

 最大＝ 16 疾患 

あなたが現在服用している
お薬は何という病気を治療
するためのものですか？ 
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図 6 初回調査時の家族形態 

   ごとの残薬品目数 
（箱中の線は中央値、上線と下線はそれ

ぞれ 75％、25％パーセンタイルおよび垂

線の上端と下端はそれぞれ 90％、10％パ

ーセンタイルを示す。） 

 (2) 初回調査時の家族形態ごとの残薬品目数 

 初回調査時の家族形態ごとの残薬品目数は、家族同居での中央値が 8 品

目、夫婦では 7 品目及び独居では 9 品

目であり、品目数のばらつきなども勘

案すると独居者でやや増加傾向にあ

った。（図 6） 

 

 (3) 初回調査時及び最終調査時の残薬品

目数の変化 

 初回調査時の全患者の残薬品目数

の中央値は 8.0 品目であったが、最終

調査時では 6.0 品目となり有意に減少

した（p=1.689×10-10）。  
 さらに、自立者と要支援者を含む要

介護者について、それぞれ初回調査時

と最終調査時の残薬品目数を比較し

た結果、いずれの群においても有意な

減少が認められた（自立者：p=3.732×10-5、要介護者：p=0.003）。（図 7） 

 なお、初回調査時及び最終調査時での自立者と要介護者間の残薬品目数

には有意差は認められなかった。  
 

図 7 初回調査時と最終調査時の残薬品目数の変化 
（有 意 差 検 定 は Wilcoxon の順 位 和 検 定 を用 いた。箱 中 の線 は中 央 値 、上 線 と下 線 はそれぞれ 75％、 

25％パーセンタイル及 び垂 線 の上 端 と下 端 はそれぞれ 90％、10％パーセンタイルを示 す。） 

 

 (4) 初回調査時及び最終調査時の残薬金額の変化 

 初回調査時の残薬金額は 2,227,704 円であったが、最終調査時は

1,281,969 円となり、薬剤師の医師への処方調整依頼などによって 945,735
円が削減できた。  
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 患者１人当たりの残薬金額の変化は、初回調査時での中央値は 8,435 円

であり、最終調査時には 3,690 円となり有意に減少した（p=6.077×10-9）。  
 そのうち、自立者の初回調査時と最終調査時の残薬金額の中央値は

8,850 円から 3,690 円となり、有意な減少が認められた（p=3.326×10-7）。 
また、要支援者を含む要介護者の初回調査時と最終調査時の残薬金額の

中央値は 6,350 円から 3,674 円となり、この群においても有意な減少が認

められた（p=0.002）。（図 8）  
 なお、初回調査時及び最終調査時での自立者と要介護者間の残薬金額に

は有意差は認められなかった。  
 

 

図 8 初回調査時と最終調査時の患者 1 人当たりの残薬金額の変化 
（有 意 差 検 定 は Wilcoxon の順 位 和 検 定 を用 いた。箱 中 の線 は中 央 値 、上 線 と下 線 はそれぞれ 75％、 

25％パーセンタイル及 び垂 線 の上 端 と下 端 はそれぞれ 90％、10％パーセンタイルを示 す。） 

 
 (5) 居宅での残薬調査の訪問回数と調査時間  

 患者１人当たりの調査期間中の患者居宅訪問回数の中央値は 3.0 回であ

り、その移動時間と調査に要した時間の中央値は、それぞれ 0.3 時間及び

0.7 時間であった。移動時間と調査時間を合計した実動時間の中央値は 1.0
時間であった。（表 3）  
 

表 3 患者 1 人当たりの訪問回数と移動時間及び調査時間 

 訪問回数  移動時間  
（時間）  

調査時間  
（時間）  

実動時間  
（時間）  

中央値  3.0 0.3 0.7 1.0 
最大値  6 3.0 1.75 3.1 
最小値  2 0.02 0.1 0.35 

 
 (6) 居宅での残薬調査の費用対効果  

 全患者の残薬削減額は 945,735 円であり、経費※）の総額が 1,052,900 円
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（延べ実働時間 526.45 時間）であったことから費用対効果は 0.90 となり、

効果に対して費用がかかりすぎるとの結果になった。  
 しかし、残薬金額が減少しなかった又は増加したケースを除いて、残薬

が削減された 107 名（71.3％）の患者のみで再計算したところ、残薬削減

額の総額が 1,113,505 円に対して経費の総額が 730,900 円（延べ実働時間

365.45 時間）であり、費用対効果は 1.52 と、費用を 5 割上回る効果があ

った。また、患者１人当たりの平均削減額は 10,407 円であり、経費の平

均は 6,831 円であった。（表 4）  
※）移動時間と調査時間を合計した実動時間に時給 2,000 円を乗じた額を経費とし

た。  
表 4 残薬の削減額と経費（残薬が削減された 107 名分で計算） 

 削減額（A） 経費（B）  費用対効果（A/B)
総 額  1,113,505 730,900 1.52 

患者１人  
当たり  

平均値  10,407 6,831 
最大値  91,055 20,000 －  
最小値  5 2,200 －  

 

 (7) 残薬が生じた理由（患者アンケート）  
 初回調査時に、薬を飲み残す理由についてのアンケート調査を行った結

果を図 9 に示した。  
 

 
 
 
 残薬を生じさせる理由としては、多い順に「つい飲み忘れてしまう」

（49.5％）、「症状改善により服用する必要がなくなった」（17.9％）、「薬が

多すぎる」（9.0％）、「医師・薬剤師の確認不足や説明不足」（7.1％）など

であった。  
 さらに、残薬となる原因のうち、患者側の要因は飲み忘れや症状改善・

合わない・副作用が怖いなどの「自己判断」によるもので全体の 77.2％を

占め、医療者側の要因は薬が多い・服用時点が不適切・確認不足や説明不

足などで 22.8％であった。  
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症状改善により服用する必要がなくなったから
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図 9 残薬が生じた理由（複数選択可） 
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 (8) 服薬コンプライアンスの維持のための取組 

 初回調査で残薬が多い患者には、残薬利用のための医師への処方調整依

頼によって残薬解消に努めるとともに、その後に新たな残薬を生じさせな

いこと、あるいは調査時点の残薬をそれ以上に増加させないことが必要で

あり、そのための服薬指導に加えて行った取組について調査を行った。  
 

表 5 服薬コンプライアンス維持のためのその他の取組 

 

一包化の工夫

　・複数医院の薬や他診療科の薬をまとめて一包化

服薬グッズの正しい使用方法の説明

　・服薬ボックスの正しい使用方法について奥様を交えて指導

薬袋、一包化薬の薬包紙などの調剤方法の工夫

　・一包化のパターンを「朝・朝・朝～、夕・夕・夕～」から、
　　「朝・夕・朝・夕」に変更

　・一剤ずつビニールに薬の効能をかき、分けて渡す

　・一包化（ラインマーカーで色分け）して日付を印字

　・一包化の袋に服用日を書く

　・薬袋に用法を大きく赤字で記入

　・一包化しないPTPの薬剤は一つずつ薬袋つくりマジックで大きなひらがなで
　　「べんぴ」、「ねつき」、「ドキドキした時」と記載

　・頓服薬は用法を間違えないように，薬袋にマジックで大きく用法記入した

　・１週間ごとに薬を渡す。

医師への用法変更依頼

　・「眠前」を「食直前」に変更して、すべてがボックスに収まるようにした

　・アカルボースの分３を分２（朝夕）に変更

飲み違いを起こさないような指導

　・乱雑な引き出しの状態を間仕切りをし、種類別に分け、用法と効能を書いた
　　ラベルを貼付

　・メーカーが混在している薬剤に関しては、各々別の薬袋に入れ分けて服用順
　　序を記載

服用忘れを起こさないような指導

　・食後すぐに服用できるように、薬袋の置き場所などを指導

　・机の上をきれいに整頓し薬の置く場所を決め、まとめることを指導

　・色々な場所に薬が置いてあったので、テーブル近くにまとめることを指導

　・薬を机の上に置き、朝、目に付くようにさせた

　・朝食後の薬を服用後、昼食後の薬をテーブルに出しておくように、次回服用
　　分を手元に用意しておくように指導

　・食後の薬は食卓近くに、寝る前の薬はベッドサイドに置くように指導

　・毎朝1日分を決めた場所に置くことの方法を指導

　・外出時の薬の携帯を忘れないように指導。

良好なコミュニケーション構築

　・患者とのコミュニケーションにより、使い方・飲み方を意識してもらう。

　・何でも話をして頂ける間柄を構築する

　・薬剤師が残薬を実際に確認することで、本人の服薬に対する意識が自然と
　　改善された様子がうかがえた

　・お薬カレンダーに薬のセットに伺う

家族・介護者などへの協力依頼

　・今まで本人管理であったが、同じ敷地内に住む娘さんにお話しして、
　　協力を得ることになった

　・日付記入、色分け、服用忘れの時はその時点で服用させてもらうように
　　ヘルパーさんへ依頼



13 

 

 全患者の 80％に当たる 120 名の患者で、処方薬の一包化、服薬ボックス

やお薬カレンダーのいずれか、あるいは一包化と服薬ボックスかお薬カレ

ンダーを組み合わせることによって服薬コンプライアンスを維持する取組

を行っていた。（図 10）  
 

 

 
 

一包化の例として、１患者で複数の医療機関や複数診療科の処方箋を持

参した場合、処方箋ごとの一包化ではなく、可能な限りすべての処方箋を

まとめて一包化するという取組も見られた。  
 さらに、薬袋、一包化薬の薬包紙などに用法用量などを大きく書くなど

の調剤方法の工夫や１日３回の服用を１日２回にするなどの医師への用法

変更依頼、飲み違いや飲み忘れを起こさないような具体的な服薬指導の取

組などがあった。（表 5）  
 

４ 居宅訪問による薬剤師活動の成果 

 (1) 薬の説明の理解度、薬局の印象度、体調の変化（患者アンケート） 

 薬の説明に対する患者の理解度、患者の薬局に対する印象度及び総合的

に見た患者が感じている体調の 3 項目について、初回調査時と最終調査時

に視覚的評価スケール（Visual analog scale：VAS）を用いて調査した。 

「説明を十分に理解できますか？」という質問では、初回調査時と最終調

査時の中央値が 7.5 から 8.1 となり、有意な理解度の向上が認められた

（p=5.568×10-7）。  
 また、「あなたにとって薬局は何でも相談できる場所ですか？」という質

問では、初回訪問時と最終訪問時の中央値が 8.2 から 8.7 となり、薬局に

対する有意な印象度の向上が認められた（p=4.763×10-6）。  
 さらに、「総合的に見てあなたの体調はどうですか？」という質問では、

初回調査時と最終調査時の中央値が 6.0 から 7.2 となり、有意な体調の改

善が認められた（p=3.998×10-7）。（図 11）  
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24.0%
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一包化＋服薬ボックス

一包化＋お薬カレンダー

服薬ボックスのみ

服薬指導のみ

一包化のみ

図 10 服薬コンプライアンス維持の方法 
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図 11. 初回調査時と最終調査時の「説明の理解度」「薬局の印象度」 

     「総合的な体調」の変化 
有 意 差 検 定 は Wilcoxon の順 位 和 検 定 を用 いた。箱 中 の線 は中 央 値 、上 線 と下 線 はそれぞれ 75％、 

25％パーセンタイル及 び垂 線 の上 端 と下 端 はそれぞれ 90％、10％パーセンタイルを示 す。 

 

 (2) 薬剤師から見た患者のアドヒアランスの変化 

 薬剤師から見た患者のアドヒアランスを「良い」、「どちらかと言えば良

い」、「どちらかと言えば悪い」、「悪い」の４段階とし、初回調査時と最終

調査時に調査した結果を表 6 に示した。さらに、「良い」と「どちらかと

言えば良い」を「良い」とし、「どちらかと言えば悪い」と「悪い」を「悪

い」として、２群間で χ2 検定を行ったところ、初回調査時と比較して最終

調査時のアドヒアランスは有意に改善したことが認められた（p=0.013）。 
 

表 6  初回調査時と最終調査時のアドヒアランスの変化 

アドヒアランス  初回調査時(名) 最終調査時(名) χ2 検定  

良い  
良い 44 101＊  

(67.3%)
57 120＊  

(80.0%) p<0.05＊
どちらかと言えば良い 57 63 

悪い  
どちらかと言えば悪い 32 49＊  

(32.7%)
18 30＊  

(20.0%) 悪い 17 12 
 
 
 (3) 居宅訪問による薬剤師業務の効果 

 今回の約 2.5 か月間に及ぶ患者居宅への複数回の訪問における残薬確認

と、それに付随した患者指導などの居宅での薬剤師業務の効果について薬

剤師の評価を調査した。その結果、150 名中 100 名（66.7％）の患者にと

って大変効果的又は効果的であったとの回答が得られた。（図 12）  
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図 12 居宅訪問による薬剤師業務の成果 

 

 さらに、この調査が契機となり、21 名（全体の 14.0％。内訳は自立：7
名、要支援１：1 名、要支援２：1 名、要介護１：6 名、要介護２：4 名、

要介護３：2 名。）の患者で薬剤師の在宅業務契約につながり、55 名（36.7％）

の患者が検討中であるとの回答が得られた。（図 13）  
 

 
 
 
 
 
 
 

図 13 居宅訪問による残薬調査の在宅へのつながり 
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第３章 調査結果から得られる示唆と今後の課題 
これまでの残薬に関する調査研究は、対象を在宅患者訪問薬剤管理指導並

びに居宅療養管理指導を行っている薬局に限定した全国調査 1）2）や、残薬を

薬局に持参させて実態把握を行う比較的小規模な調査 3） 4）がある。  
本調査の特徴は、調査参加薬局を在宅患者訪問薬剤管理指導の実績の有無

で限定せずに募集したこと、患者の居宅を訪問する形で実施したこと及び対

象患者の 70.7％が介護認定のない自立患者であることである。  
また、残薬に関する情報収集やそれに基づいた患者への服薬指導、さらに

は医師への処方調整依頼などの積極的な取組を行い、残薬削減に及ぼす薬剤

師の関与の効果や薬局の在宅医療へのさらなる参画の可能性などを検討した

結果、以下のとおりであった。  
 

１ 調査結果から得られる示唆 

 (1) 患者背景と残薬 

 調査の同意取得に至った患者の平均年齢は 78.6 歳であり、なおかつ後期

高齢者の割合は 72％であった。（図 1）このことから、本調査結果は後期

高齢者での残薬の実態を反映するものであると考えられる。  
 また、年齢分布を患者の家族形態ごとに区別して比較したところ、家族

同居や夫婦住まいと比較して、独居者の年齢が有意に高かった（p<0.05）。
（図 2）  
 独居者については、初回調査時の残薬品目数も家族同居や夫婦住まいと

比較して多い傾向を示した（図 6）ため、独居者に対する居宅での薬剤師

による取組の必要性が高いと考えられた。  
 

 (2) 残薬金額、費用対効果など 

 処方薬については、適正に服用すれば残薬が出ないはずであるにもかか

わらず、すべての患者において現在服用中の処方薬に残薬が生じているこ

とが確認された。  
 患者 1 人当たりの残薬は、初回調査時に中央値で 8.0 品目（8,434.5 円）

であり、薬剤師による医師への処方調整依頼や患者の状況に応じた一包化

などの残薬を生じさせない積極的な取組（図 10）によって、最終調査時に

は 6.0 品目（3,690 円）にまで有意に減少し（p<0.001）、残薬削減金額は

総額で 945,735 円に上った。これらのことは薬剤師の在宅訪問による積極

的な介入と支援によるものであり、残薬を削減あるいは解消させるなどの

医療費の適正化には薬剤師の在宅介入が不可欠であると考えられた。  
 また、残薬以外の不要薬（古くて服用できない処方薬や再利用は可能で

あるが現在は服用していない処方薬など）を保管していた患者も 150 名中

97 名（64.7％）に及び、総額 737,625 円、患者１人当たり平均 5.5 品目（7,604
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円）の不要薬を保有している実態が把握された。  
 不要薬については、それらが不用意に使用されるかもしれないという危

険性をはらんでいることから、薬剤師による適時的確な指導によって適切

に処理される必要があると考えられた。  
 さらに、患者居宅訪問には移動や居宅での作業などの実動時間が必要で

あり、これに要する費用（経費）を実際に残薬が削減された 107 名分で計

算すると、時給 2,000 円とした場合、経費の総額は 730,900 円であり、残

薬削減額は 1,113,505 円であったことから、費用対効果は 1.52 となり、費

用の 5 割を上回る効果が認められた。  
 ただし、残薬金額が減少しなかった又は増加したケースについては、今

後、原因を明らかにする必要がある。  
 なお、今回の費用対効果の検討にあたっては居宅療養管理指導料につい

ては加味しなかった。  
 

(3) 残薬が生じた原因 

 残薬が生じた理由は、「つい飲み忘れてしまう」のほか、「症状改善によ

り服用する必要がなくなった」「自分に合わない」等を自己判断したことに

よる服用中止など、患者側の要因が多くを占めていた。（図 9）  
 しかし、いずれの要因も患者の状況に応じた薬剤師による適切な支援が

行われれば、かなり改善できるものと考えられた。  
 

 (4) 服薬コンプライアンス維持の取組 

 良好な服薬コンプライアンスの維持には、服薬指導が前提となるが、指

導以外の調剤上の工夫などについては、一包化を中心とした薬局独自での

患者の状態に応じた工夫を行っていることがうかがわれた。（図 10、表 5）  
また、良好な服薬コンプライアンスの維持には当然のことながら服薬ア

ドヒアランスを良好にさせることが必要であり、初回調査時と最終調査時

の患者のアドヒアランスを比較した結果、有意なアドヒアランスの改善が

認められた（p<0.05）。  
このような改善は薬局窓口での服薬指導のみで達成できることではなく、

居宅で医薬品の使用状況を見ながら丁寧な服薬指導を行うことで達成でき

たと考えられた。（表 6）  
 

 (5) 居宅訪問による薬剤師活動の成果 

 薬の説明に対する患者の理解度、患者の薬局に対する印象度及び総合的

に見た患者が感じている体調の３項目について、初回調査時と最終調査時

に視覚的評価スケール（VAS）を用いて調査した結果、いずれの項目にお

いても初回調査時に比べて最終調査時には非常に高い有意差（p<0.001）
をもって改善されたことを示す結果が得られた。（図 11）  
 このような改善は、(4)のアドヒアランスの改善と同様に、薬局窓口のみ
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の患者応対だけでは達成できることではなく、患者居宅での薬剤師の誠意

ある対応がもたらした結果であると考えられた。  
 一方、薬剤師側が考える居宅訪問による薬剤師業務の評価は、担当した

患者の 5.3％については薬局窓口の対応だけでも十分であると評価したの

に対し、残りの 94.7％の患者にとっては効果的であり、中でも 66.7％の患

者にとっては大変効果的又は効果的であったと評価する回答が得られた。

（図 12）  
 このことは、居宅での薬剤師業務の重要性を薬剤師個々が十分に体験し

た成果であると考えられた。また、このことが契機となって 14.0％もの患

者で在宅業務につながったと考えられる。（図 13）  
 
 (6) 高齢者等のＱＯＬの向上 

(4)及び(5)のとおり、患者の服薬アドヒアランス、薬の説明の理解度、薬

局への印象度及び総合的な体調が有意に向上したことが確認できた。また、

引き続き在宅での支援を必要とする患者には居宅療養管理指導等の提供を

開始することができた。 

これらのことから、本調査によって高齢者等のＱＯＬを向上することがで

きたと考える。 

 

２ 今後の課題 

 (1) 効果的取組の共有 

 今回、有効であった取組について、ホームページや研修会等を通じて薬

剤師間で情報を共有することにより、患者の服薬コンプライアンスやアド

ヒアランスのさらなる向上が期待され、結果として残薬を削減し、医療費

の適正化を図ることができると考える。 

 

(2) 居宅療養管理指導及び訪問薬剤管理指導の在り方 

本調査の結果、自立者と要介護者（要支援者を含む）にかかわらず、すべ

ての患者に残薬が生じており、高齢者が薬を適正に使用できていない現状が

明らかとなった。 

薬剤師による居宅療養管理指導は、軽度の介護認定患者には未だ十分に普

及しているとは言えないが、必要性の高さを改めて認識させられた。 

自立患者についても何らかの対応が必要であることが示唆され、薬剤師が

自立高齢者の薬剤服用歴等から必要性が高いと判断した場合に、本人の同意

を得た上で初期に訪問薬剤管理指導を実施することができれば、比較的短期

間で医薬品の適正使用や医療費の適正化、さらにはＱＯＬの向上を図ること

ができると推察する。 

 今後は、居宅療養管理指導導入後の長期的な病状の安定化や薬剤数の削

減、他職種の負担軽減なども考慮した調査の実施が望まれる。  



19 

 

【文献】  
1）日本薬剤師会、「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬 

剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」報告書、

2008. 
2）恩田光子、七海陽子、今井博久、薬剤師が提供する在宅医療サービスのア

ウトカム検証―全国調査の結果から―、平成 25 年度、医薬品・医療機器等

レギュラトリーサイエンス総合研究事業報告書、2014. 
3）小栁香織、窪田敏夫、小林大介、木原太郎、吉田武夫、三井所尊正、斎藤

友亮、打越英恵、高木淳一、瀬尾隆、島添隆雄、節薬バッグ運動 外来患者

の残薬の現状とその有効活用による医療費削減の取組み、薬学雑誌、133（11）、
1215-1221（2013）  

4）薬事日報、「残薬処理は薬局の役割―大和綾瀬薬剤師会が調査―」、4 月 14
日、2014.  



20 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

 



 2
 / 

6 
 Ⅵ

．
協

力
を

求
め

る
段

階
で

の
患

者
へ

の
説

明
項

目
 

 

1）
調

査
の

趣
旨

・目
的

 

2）
自

宅
を

訪
問

す
る

こ
と

。
（自

宅
で

の
調

査
で

あ
る

こ
と

。
） 

3）
最

初
の

訪
問

時
は

、
主

に
自

宅
に

あ
る

薬
（O

T
C

薬
を

除
く

）を
以

下
の

よ
う
に

整
理

す
る

こ
と

。
 

・現
在

、
処

方
箋

に
基

づ
い

て
調

剤
さ

れ
て

い
る

薬
 

・今
後

使
用

す
る

可
能

性
の

あ
る

薬
 

・使
用

し
な

い
薬

（期
限

切
れ

、
い

つ
調

剤
さ

れ
た

か
わ

か
ら

な
い

薬
、

な
ど

） 

4)
初

回
訪

問
か

ら
約

1
か

月
後

と
約

2
か

月
後

の
少

な
く

て
も

2
度

再
訪

問
し

、
薬

の
保

管
状

況
に

つ
い

て
調

査
す

る
と

共
に

、
薬

の
服

用
な

ど
に

つ
い

て
の

相
談

に
応

じ
る

こ
と

。
 

 Ⅶ
．

調
査

方
法

の
詳

細
 

 １
．
 同

意
取

得
と

患
者

へ
の

依
頼

事
項

 
 

1)
 

処
方

箋
を

持
参

し
た

患
者

（
来

局
者

）
に

調
査

に
つ

い
て

説
明

し
、

協
力

す
る

意
思

確
認

が
得

ら
れ

た
場

合
は

同
意

書
記

載
を

求
め

る
。

そ
の

後
、

初
回

訪
問

日
時

を
打

ち
合

わ
せ

る
。

 
  

 
 
患

者
へ

は
調

剤
薬

を
渡

す
際

に
、

今
回

調
剤

し
た

薬
を

服
用

し
、

家
に

あ
る

現
在

服
用

中
の

飲

み
残

し
薬

は
訪

問
時

ま
で

青
袋

に
入

れ
て

保
管

し
て

お
く

こ
と

を
伝

え
、

青
袋

を
手

渡
す

。
 

こ
の

青
袋

が
残

薬
と

な
り

、
以

後
の

残
薬

調
査

の
対

象
と

な
る

。
（ﾁ

ｬ
ｰ

ﾄ図
の

具
体

例
（1

）参
照

） 

  
2）

 ヘ
ル

パ
ー

あ
る

い
は

ケ
ア

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

か
ら

の
情

報
で

直
接

居
宅

へ
出

向
い

た
場

合
は

、
居

宅
で

の
説

明
後

に
同

意
書

記
載

を
求

め
る

。
 

  
 

現
在

服
用

中
の

薬
に

関
し

て
、

次
回

受
診

日
ま

で
の

薬
を

薬
剤

師
が

整
理

し
、

余
っ

た
薬

は
青

袋

に
入

れ
、

患
者

に
は

保
管

し
て

お
く

よ
う
に

伝
え

る
。

 

こ
の

物
が

残
薬

と
な

り
、

以
後

の
残

薬
調

査
の

対
象

と
な

る
。

（チ
ャ

ー
ト
図

の
具

体
例

（2
）参

照
） 

 ２
．

初
回

訪
問

 

 

1）
 自

宅
に

あ
る

薬
の

仕
分

け
並

び
に

品
名

と
数

量
の

調
査

。
 

 1）
-1

【同
意

取
得

1)
 の

場
合

】（
チ

ャ
ー

ト
図

の
具

体
例

（1
）参

照
） 

①
青

袋
の

品
名

と
数

量
（現

在
の

処
方

箋
に

基
づ

く
調

剤
薬

の
残

薬
） 

②
こ

の
時

点
で

、
他

の
医

療
施

設
か

ら
処

方
さ

れ
て

い
る

薬
剤

が
あ

る
場

合
は

、
次

回
受

診
日

ま
で

の
薬

剤
を

整
理

し
、

余
っ

た
薬

は
調

査
対

象
残

薬
と

し
て

①
の

青
袋

に
入

れ
る

。
 

③
現

在
使

用
し

て
い

な
い

薬
 

⇒
⇒

⇒
 

黄
袋

あ
る

い
は

赤
袋

に
入

れ
る

 

・今
後

使
用

す
る

可
能

性
の

あ
る

薬
 

⇒
⇒

⇒
 

黄
袋

に
入

れ
る

 

パ
ッ

プ
剤

、
テ

ー
プ

剤
、

チ
ュ

ー
ブ

入
り

軟
膏

・ク
リ
ー

ム
（未

使
用

の
も

の
に

限
る

） 

医
師

の
指

示
に

よ
り

使
用

す
る

可
能

性
の

あ
る

内
服

薬
 

下
剤

・解
熱

鎮
痛

剤
な

ど
の

頓
服

と
し

て
使

用
し

て
も

よ
い

と
判

断
さ

れ
る

内
服

薬
 

 1
 / 

6 
 

高
齢
者
等
の
薬
の
飲
み
残
し
対
策
推
進
事
業

 
 

 
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
日
本
薬
科
大
学

 
Ⅰ

．
全

体
的

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
        Ⅱ

．
残

薬
調

査
の

目
的

 

  
 

 
病

院
か

ら
発

行
さ

れ
た

処
方

箋
の

調
剤

薬
に

つ
い

て
、

患
者

が
お

薬
を

適
正

に
使

用
で

き
て

い

る
の

か
、

お
薬

が
適

正
に

使
用

さ
れ

ず
に

残
薬

と
な

り
医

療
費

が
無

駄
に

な
っ

て
い

る
の

で
は

な

い
か

、
そ

の
無

駄
は

ど
れ

ほ
ど

の
金

額
に

な
る

の
か

、
残

薬
を

生
じ

さ
せ

て
い

る
原

因
は

何
か

、

な
ど

を
調

査
す

る
た

め
に

、
患

者
宅

で
の

残
薬

調
査

を
実

施
す

る
。

さ
ら

に
、

残
薬

が
あ

る
場

合

は
、

患
者

の
ア

ド
ヒ

ア
ラ

ン
ス

を
高

め
る

よ
う

な
服

薬
指

導
や

適
正

な
服

薬
の

た
め

の
服

薬
支

援

を
行

う
な

ど
、

薬
剤

師
の

介
入

に
よ

り
、

残
薬

減
少

に
ど

の
よ

う
な

効
果

が
あ

る
の

か
を

調
査

す
る

。

ま
た

、
残

薬
と

な
っ

て
い

る
薬

剤
に

つ
い

て
の

処
方

調
整

を
医

師
に

願
い

出
て

、
処

方
変

更
さ

れ

る
こ

と
に

よ
る

医
療

費
削

減
の

程
度

に
つ

い
て

も
調

査
を

行
う

。
 

 Ⅲ
．

残
薬

調
査

の
対

象
薬

剤
 

  
 
1
）
患

者
所

有
の

全
薬

剤
（
O

T
C

薬
を

除
く

）
に

つ
い

て
調

査
し

、
現

在
服

用
し

て
い

る
薬

剤
で

飲

み
残

し
の

あ
る

も
の

（現
在

残
薬

）と
現

在
服

用
し

て
い

な
い

薬
剤

（過
去

残
薬

）
を

調
査

対
象

の

残
薬

と
す

る
。

 

2）
現

在
残

薬
に

つ
い

て
は

、
調

査
終

了
日

ま
で

、
継

続
し

て
残

薬
の

増
減

な
ど

を
調

査
す

る
。

 

 Ⅳ
．

対
象

協
力

者
の

選
定

方
法

 

  
 
薬
局
に
残
薬
調
査
を
実
施
し
て
い
る
旨
の
ポ
ス
タ
ー
（

A4
）
を
掲
示
し
て
来
局
者
に
知
ら

せ
る
と
と
も
に
、
当
該
薬
局
の
薬
剤
師
の
積
極
的
な
声
掛
け
で
協
力
者
を
募
る
。
ま
た
は
、

ヘ
ル
パ
ー
や
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
か
ら
の
情
報
を
基
に
し
て
協
力
者
を
募
る
。

 
 Ⅴ

．
対

象
協

力
者

の
選

定
基

準
 

 

1）
50

歳
以

上
の

男
性

、
女

性
（施

設
入

所
の

方
を

除
く

）。
 

 

2）
服

薬
を

要
す

る
慢

性
疾

患
を

有
し

、
少

な
く

て
も

1
年

以
上

の
服

薬
歴

を
有

す
る

者
。

 

3）
服

薬
を

要
す

る
慢

性
疾

患
を

持
た

な
い

が
、

現
在

通
院

中
で

、
残

薬
整

理
を

希
望

す
る

者
。

 

4）
当

該
薬

局
を

「か
か

り
つ

け
」に

し
て

い
る

患
者

。
（既

に
在

宅
契

約
し

て
い

る
患

者
で

も
良

い
。

） 

5）
当

該
薬

局
を

「か
か

り
つ

け
」に

し
て

い
な

い
患

者
の

場
合

は
、

お
薬

手
帳

あ
る

い
は

お
薬

説
明

書
な

ど
の

服
用

歴
が

分
か

る
も

の
を

有
し

て
い

る
者

と
す

る
。

 

6）
独

居
な

ど
の

家
族

形
態

は
問

わ
な

い
。

 
 

7）
調

査
の

趣
旨

、
方

法
に

同
意

し
た

患
者

本
人

ま
た

は
そ

の
介

護
者

。
 

患
者
説
明
・
同
意
取
得

 
初
回
訪
問

 
最
終
訪
問

 
２
回
目
訪
問

残
薬
調
査
・
仕
分
・
ア
ン
ケ
ー
ト

残
薬
調
査
・
ア
ン
ケ
ー
ト

 
残
薬
調
査
・
ア
ン
ケ
ー
ト

 

２
か
月

 

介
入

介
入
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 ３

．
２

回
目

以
降

の
訪

問
 

 

1）
 調

剤
日

に
合

わ
せ

て
２

回
目

訪
問

を
行

う
場

合
は

、
患

者
へ

は
調

剤
薬

を
渡

す
際

に
、

今
回

調
剤

し
た

薬
を

服
用

し
、

家
に

あ
る

現
在

服
用

中
の

飲
み

残
し

薬
は

前
回

渡
し

た
青

袋
に

入

れ
て

保
管

し
て

お
く

こ
と

を
伝

え
る

。
 

 

2）
 調

剤
日

に
関

係
な

く
２

回
目

訪
問

を
行

う
場

合
は

、
現

在
服

用
中

の
薬

に
関

し
て

、
次

回
受

診

日
ま

で
の

薬
を

薬
剤

師
が

整
理

し
、

余
っ

た
薬

は
青

袋
に

入
れ

、
患

者
に

は
保

管
し

て
お

く
よ

う
に

伝
え

る
。

 

 

3)
 青

袋
の

残
薬

に
つ

い
て

、
品

名
、

数
量

な
ど

を
集

計
す

る
。

 

 4)
 
今

回
の

調
剤

薬
が

処
方

調
整

さ
れ

た
も

の
で

あ
れ

ば
、

調
整

分
の

薬
剤

を
青

袋
か

ら
必

要
数

量
を

抜
き

出
し

、
患

者
に

服
用

方
法

を
説

明
す

る
。

こ
の

場
合

は
、

残
っ

た
薬

剤
に

つ
い

て
以

後
の

残
薬

調
査

薬
剤

と
す

る
。

 

 5）
 特

に
飲

み
残

し
を

起
こ

さ
な

い
こ

と
を

中
心

に
し

た
ア

ド
ヒ

ア
ラ

ン
ス

を
高

め
る

よ
う

な
服

薬
指

導

を
行

う
。

説
明

だ
け

で
は

不
十

分
な

患
者

に
は

、
服

薬
カ

レ
ン

ダ
ー

、
服

薬
ボ

ッ
ク

ス
な

ど
を

使

用
し

た
方

法
を

指
導

す
る

。
 

 

6）
 前

回
に

処
方

薬
調

整
介

入
を

辞
退

し
た

患
者

に
、

再
度

、
残

薬
と

な
っ

て
い

る
薬

の
処

方
調

整

を
主

治
医

に
願

い
出

る
か

ど
う
か

に
つ

い
て

話
し

合
う
。

 

患
者

が
処

方
調

整
を

希
望

す
る

場
合

は
次

回
処

方
時

ま
で

に
主

治
医

と
話

し
合

う
か

、
主

治
医

宛
に

患
者

が
処

方
調

整
を

希
望

し
て

い
る

旨
の

内
容

を
フ

ァ
ッ

ク
ス

す
る

（
フ

ァ
ッ

ク
ス

様
式

参

照
）。

 

 7）
 患

者
用

ア
ン

ケ
ー

ト
の

記
入

 

 
 

 
 ・

原
則

と
し

て
、

聞
き

取
り

に
よ

っ
て

ア
ン

ケ
ー

ト
に

記
入

す
る

。
 

 
 

  
・患

者
自

身
が

自
分

で
記

入
で

き
る

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
、

調
査

記
録

冊
子

の
当

該
ア

ン
ケ

ー
ト
部

分
を

切
り

取
り

、
患

者
に

記
入

さ
せ

る
。

記
入

後
は

調
査

記
録

冊
子

へ
貼

り
付

け
る

。
 

 
 

  
・聞

き
取

り
に

よ
る

場
合

で
も

V
A

S
は

患
者

自
身

に
チ

ェ
ッ

ク
さ

せ
る

。
 

 8）
調

査
票

に
結

果
を

記
入

す
る

。
 

 9）
次

の
訪

問
日

時
を

打
ち

合
わ

せ
る

。
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 / 

6 
 

・使
用

し
な

い
薬

 
⇒

⇒
⇒

 
赤

袋
に

入
れ

る
 

期
限

切
れ

、
い

つ
調

剤
さ

れ
た

か
分

ら
な

い
薬

、
使

用
期

限
が

分
か

ら
な

い
薬

な
ど

 

④
以

後
、

現
在

服
用

中
の

薬
に

飲
み

残
し

が
あ

っ
て

も
、

そ
れ

を
黄

袋
や

赤
袋

に
入

れ
な

い
よ

う

に
伝

え
る

。
 

⑤
赤

袋
の

薬
剤

に
つ

い
て

は
、

処
分

の
仕

方
を

患
者

と
相

談
す

る
。

 

 
 

 
⑥

黄
袋

や
赤

袋
の

残
薬

の
種

類
、

数
量

が
多

く
、

調
査

に
時

間
を

要
す

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合

に
は

許
可

を
得

て
持

ち
帰

る
。

（預
か

り
証

発
行

） 

 

1）
-2

【同
意

取
得

2)
 の

場
合

】（
チ

ャ
ー

ト
図

の
具

体
例

（2
）参

照
） 

①
 現

在
服

用
中

の
薬

剤
（
複

数
の

医
療

機
関

か
ら

の
薬

剤
で

も
構

わ
な

い
）
に

つ
い

て
、

次
回

受
診

日
ま

で
の

薬
剤

を
整

理
し

、
余

っ
た

薬
は

調
査

対
象

残
薬

と
し

て
品

名
と

数
量

を
確

認

し
て

①
の

青
袋

に
入

れ
る

。
 

②
 
【同

意
取

得
1)

 の
場

合
】と

同
様

に
、

現
在

服
用

中
薬

剤
以

外
の

残
薬

を
整

理
す

る
。

 

③
 以

降
、

【同
意

取
得

1)
 の

場
合

】と
同

様
。

 

 

2）
 患

者
用

ア
ン

ケ
ー

ト
の

記
入

 

 
 

 
・原

則
と

し
て

、
聞

き
取

り
に

よ
っ

て
ア

ン
ケ

ー
ト
に

記
入

す
る

。
 

 
 

 
・患

者
自

身
が

自
分

で
記

入
で

き
る

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
、

調
査

記
録

冊
子

の
当

該
ア

ン
ケ

ー

ト
部

分
を

切
り

取
り

、
患

者
に

記
入

し
て

も
ら

う
。

記
入

後
は

調
査

記
録

冊
子

に
貼

り
付

け
る

。
 

 
 

 
・聞

き
取

り
に

よ
る

場
合

で
も

V
A

S
は

患
者

自
身

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
も

ら
う
。

 

 3）
 特

に
飲

み
残

し
を

起
こ

さ
な

い
こ

と
を

中
心

に
し

た
ア

ド
ヒ

ア
ラ

ン
ス

を
高

め
る

よ
う
な

服
薬

指
導

を
行

う
。

説
明

だ
け

で
は

不
十

分
な

患
者

に
は

、
服

薬
カ

レ
ン

ダ
ー

、
服

薬
ボ

ッ
ク

ス
な

ど
を

使

用
し

た
方

法
を

指
導

す
る

。
 

 4）
 現

在
服

用
中

の
薬

に
残

薬
が

あ
る

患
者

に
、

残
薬

と
な

っ
て

い
る

薬
の

処
方

調
整

を
主

治
医

に
願

い
出

る
か

ど
う
か

に
つ

い
て

話
し

合
う
。

 

患
者

が
処

方
調

整
を

希
望

す
る

場
合

は
次

回
処

方
時

ま
で

に
主

治
医

と
話

し
合

う
か

、
主

治
医

宛
に

患
者

が
処

方
調

整
を

希
望

し
て

い
る

旨
の

内
容

を
フ

ァ
ッ

ク
ス

す
る

（
フ

ァ
ッ

ク
ス

様
式

参

照
）。

 

 5）
 次

回
訪

問
日

時
を

患
者

と
打

ち
合

わ
せ

る
。

 

 6）
 持

ち
帰

る
残

薬
が

あ
る

場
合

は
返

却
日

時
を

患
者

と
打

ち
合

わ
せ

、
預

か
り

証
を

発
行

す
る

。
 

 7）
 調

査
票

に
結

果
を

記
入

す
る

。
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 ４

．
最

終
訪

問
 

 

1）
 現

在
服

用
中

の
薬

に
つ

い
て

品
名

と
数

量
を

調
査

す
る

。
 

 2)
 
今

回
の

調
剤

薬
が

処
方

調
整

さ
れ

た
も

の
で

あ
れ

ば
、

調
整

分
の

薬
剤

を
青

袋
か

ら
必

要
数

量
を

抜
き

出
し

、
患

者
に

服
用

方
法

を
説

明
す

る
。

 

 3）
 特

に
飲

み
残

し
を

起
こ

さ
な

い
こ

と
を

中
心

に
し

た
ア

ド
ヒ

ア
ラ

ン
ス

を
高

め
る

よ
う
な

服
薬

指
導

を
行

う
。

説
明

だ
け

で
は

不
十

分
な

患
者

に
は

、
服

薬
カ

レ
ン

ダ
ー

、
服

薬
ボ

ッ
ク

ス
な

ど
を

使

用
し

た
方

法
を

指
導

す
る

。
 

 

4）
 現

在
服

用
中

の
薬

に
残

薬
が

あ
る

患
者

に
、

残
薬

と
な

っ
て

い
る

薬
の

処
方

調
整

を
主

治
医

に
願

い
出

る
か

ど
う
か

に
つ

い
て

話
し

合
う
。

 

患
者

が
処

方
調

整
を

希
望

す
る

場
合

は
次

回
処

方
時

ま
で

に
主

治
医

と
話

し
合

う
か

、
主

治
医

宛
に

患
者

が
処

方
調

整
を

希
望

し
て

い
る

旨
の

内
容

を
フ

ァ
ッ

ク
ス

す
る

（
フ

ァ
ッ

ク
ス

様
式

参

照
）。

 

 5）
 患

者
用

ア
ン

ケ
ー

ト
の

記
入

 

 
 

 
 ・

原
則

と
し

て
、

聞
き

取
り

に
よ

っ
て

ア
ン

ケ
ー

ト
に

記
入

す
る

。
 

 
 

 
 
・患

者
自

身
が

自
分

で
記

入
で

き
る

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
、

調
査

記
録

冊
子

の
当

該
ア

ン
ケ

ー
ト
部

分
を

切
り

取
り

、
患

者
に

記
入

さ
せ

る
。

記
入

後
は

調
査

記
録

冊
子

に
貼

り
付

け
る

。
 

 
 

 
 ・

聞
き

取
り

に
よ

る
場

合
で

も
V

A
S

は
患

者
自

身
に

チ
ェ

ッ
ク

さ
せ

る
。

 

 
 

6）
調

査
票

に
結

果
を

記
入

す
る

。
 

 

7）
今

後
の

定
期

的
な

薬
剤

師
訪

問
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

（在
宅

契
約

を
行

う
か

否
か

。
） 

      

【
お

問
い

合
わ

せ
窓

口
】

 

埼
玉

県
薬

剤
師

会
 

薬
事

情
報

セ
ン

タ
ー

 

ご
質

問
は

、
原

則
、

フ
ァ

ッ
ク

ス
ま

た
は

メ
ー

ル
で

お
願

い
し

ま
す

。
 

F
A

X
／

０
４

８
－

６
６

７
－

５
５

８
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E
‐

m
a
il／

z
a
n
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k
u

@
s
a
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a
k
u
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【
注
意
】
 

ペ
ー
ジ
が
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
が
、
 

縮
刷
化
の
際
に
空
白
ペ
ー
ジ
を
除
い
た

た
め
で
あ
り
、
 

落
丁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 



3 
  1.

 
|

 
2.

 

 
3.

 
 

                     

�
5
�

2 
  

 
 

26
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

 

  

�
3
�



5 
 

 

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
  

  
 

 
  

�
8
�

4 
  

 
  

 
 

 
   

 

CO
PD

  
 

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

�
7
�



7 
  

 
   

 
 

 
 

  
 

  

�
11
�

6 
 

�
9
�



9 
   

 
   

 
 

 
 

  
         

  

�
15
�

8 
 

�
13
�



11
 

   
 

   

 
 

 
 

  
         

  

�
19
�

10
 

 
�
17
�



13
 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

  
 

  
 

  
  

  
 

 

  

�
23
�

12
 

 
�
21
�



15
 

 

  
 

3
 

4
 

 
 

  

N
o 

 
 

(
)

(
)

 
  

 
0.

2 
 

3 
3 

 
30

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 

11
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

 
 

 
 

 
 

 

13
 

 
 

 
 

 
 

 

14
 

 
 

 
 

 
 

 

15
 

 
 

 
 

 
 

 

16
 

 
 

 
 

 
 

 

17
 

 
 

 
 

 
 

 

18
 

 
 

 
 

 
 

 

�
27
�

14
 

 
�
25
�



17
 

 

 
 

 
 

    
 

    
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

�
29
�

16
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
1

 
 2)

 
 

 
 

1
2

 
1

2
3

4
5

 
 3)

 
 

 
 

 
 

 4
 

 
 

 5
 

   

�
28
�



19
 

 

  
1

 
 

 
 2

 
  3

 
 

 
 

  
 

 
  

 
   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

3
 

 

�
31
�

18
 

 

  

3
 

4
 

 
 

  

N
o 

 
 

(
)

(
)

 
  

 
0.

2 
 

3 
3 

 
30

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 

11
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

 
 

 
 

 
 

 

13
 

 
 

 
 

 
 

 

14
 

 
 

 
 

 
 

 

15
 

 
 

 
 

 
 

 

16
 

 
 

 
 

 
 

 

17
 

 
 

 
 

 
 

 

18
 

 
 

 
 

 
 

 

�
30
�



21
 

 

  
1

 
 

 
 2

 
  3

 
 

 
 

  
 

   
 

    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

�
33
�

20
 

 

  

3
 

4
 

 
 

  

N
o 

 
 

(
)

(
)

 
  

 
0.

2 
 

3 
3 

 
30

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 

11
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

 
 

 
 

 
 

 

13
 

 
 

 
 

 
 

 

14
 

 
 

 
 

 
 

 

15
 

 
 

 
 

 
 

 

16
 

 
 

 
 

 
 

 

17
 

 
 

 
 

 
 

 

18
 

 
 

 
 

 
 

 

�
32
�



23
 

 

  
1

 
 

 
 2

 
  3

 
 

 
 

  
 

   
 

    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

�
35
�

22
 

 

  

3
 

4
 

 
 

  

N
o 

 
 

(
)

(
)

 
  

 
0.

2 
 

3 
3 

 
30

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 

11
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

 
 

 
 

 
 

 

13
 

 
 

 
 

 
 

 

14
 

 
 

 
 

 
 

 

15
 

 
 

 
 

 
 

 

16
 

 
 

 
 

 
 

 

17
 

 
 

 
 

 
 

 

18
 

 
 

 
 

 
 

 

�
34
�



25
 

 

  
1

 
 

 
 2

 
   3

 
 

 
 

    
 

 
             

�
37
�

24
 

 

  

3
 

4
 

 
 

  

N
o 

 
 

(
)

(
)

 
  

 
0.

2 
 

3 
3 

 
30

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 

11
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

 
 

 
 

 
 

 

13
 

 
 

 
 

 
 

 

14
 

 
 

 
 

 
 

 

15
 

 
 

 
 

 
 

 

16
 

 
 

 
 

 
 

 

17
 

 
 

 
 

 
 

 

18
 

 
 

 
 

 
 

 

�
36
�



27
 

 

 
 

 

�
39
�

26
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

    

 
1

2
2

1
3

1
 

 
 

  
 

 
 

  

�
38
�



28
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

�
41
�



調査タイミングと各調査時点の残薬数の具体例（1）
＜Ａ医院からいつもの処方箋が発行され、その調剤時に調査協力が得られた場合＞

－Ａ医院の処方箋は当該薬局で調剤され、他科・他院の処方箋は他薬局で調剤されているとした場合－
Ａ医院の定期
処方箋発行

調 剤
調査目的
等の説明

Ｎ Ｇ

Ｏ Ｋ

初回
訪問

最終
訪問

他科 、 他
院の調剤
薬 発 行

他科 、 他
院の調剤
薬 発 行

２回目
訪 問

Ａ医院の定期
処方箋発行

Ａ医院の定期
処方箋発行

他科 、 他
院の調剤
薬 発 行

・青袋（残薬）の計数
・他科、他院調剤薬
の次回受診日まで
の必要量を差し引
いた残薬数
⇒青袋に追加

・上記の合計をこの
時点の残薬とする。

・Ａ医院および他科・
他院の調剤薬の
次回受診日までの
必要量を差し引いた
残薬を青袋に入れ、
合計の数をこの時点
の残薬とする。

・青袋（残薬）の計数
・他科、他院調剤薬
の次回受診日まで
の必要量を差し引
いた残薬数
⇒青袋に追加

・上記の合計をこの
時点の残薬とする。

Ａ医院の調剤薬が処
方調整されたもので
あれば、調整分の薬
剤を青袋から必要数
量を抜き出し、患者に
服用方法を説明する。

調剤薬が処方調整さ
れたものであれば、
調整分の薬剤を青袋
から必要数量を抜き
出し、患者に服用方
法を説明する。

約２か月

終了、調査表に患者番号を付して調査対象者の一人とする

同意書記載

調剤薬と青袋を渡し、自宅にある現在
服用中の薬は全てを青袋に入れ、渡
した調剤薬を服用することを伝える。

調剤薬を渡し、自宅にある現在
服用中の薬は全てを前回渡し
てある青袋に入れ、渡した調剤
薬を服用することを伝える。

調剤薬を渡し、自宅にある現在
服用中の薬は全てを前回渡し
てある青袋に入れ、渡した調剤
薬を服用することを伝える。

処方調整依頼 処方調整依頼 ３回目
訪 問

調剤 調剤 調剤

・青袋（残薬）の品名・
数量調査
・他科、他院調剤薬の
次回受診日までの
必要量を差し引いた
残薬数⇒青袋に追加
・過去残薬の分類と
品名・数量調査
再利用⇒黄袋
廃 棄⇒赤袋

調査タイミングと各調査時点の残薬数の具体例（2）
＜他から依頼されて患者宅で残薬整理することになった時点での調査協力同意＞

－ Ａ医院の処方箋は当該薬局で調剤され、他科・他院の処方箋は他薬局で調剤されているとした場合 －

Ａ医院の
定期処方
箋発行

調剤

調査目的
等の説明

Ｎ Ｇ

Ｏ Ｋ

初回
訪問

最終
訪問

・調査協力同意が得ら
れた場合は、各医療
施設の調剤薬につい
て、次回受診日まで
の必要量を差し引い
た分を青袋に入れ、こ
の物の品名・数量を
調査し、以後の残薬
調査対象とする。
・過去残薬については、
再利用（黄袋）と廃棄
（赤袋）に分類し、品
名・数量を調査する。

２回目
訪 問

Ａ医院の定期
処方箋発行

・青袋（残薬）の計数
・他科、他院調剤薬
の次回受診日まで
の必要量を差し引
いた残薬数
⇒青袋に追加

・上記の合計をこの
時点の残薬とする。

・青袋（残薬）の計数
・Ａ医院、他科・他院
の次回受診日まで
の必要量を差し引
いた残薬数
⇒青袋に追加

・上記の合計をこの
時点の残薬とする。

Ａ医院の調剤薬が処
方調整されたもので
あれば、調整分の薬
剤を青袋から必要数
量を抜き出し、患者に
服用方法を説明する。

約２か月

終了、調査表に患者番号を付して調査対象者の一人とする

同意書記載

調剤薬を渡し、自宅にある現在
服用中の薬は全てを前回渡し
てある青袋に入れ、渡した調剤
薬を服用することを伝える。

処方調整依頼 処方調整依頼 ３回目
訪 問

Ａ医院の
調剤薬
発行

Ｂ病院の
定期処方
箋発行

他科・他院
の調剤薬
発行

調剤

Ａ医院の定期
処方箋発行

調剤薬を渡し、自宅にある現在
服用中の薬は全てを前回渡し
てある青袋に入れ、渡した調剤
薬を服用することを伝える。

・青袋（残薬）の計数
・他科、他院調剤薬
の次回受診日まで
の必要量を差し引
いた残薬数
⇒青袋に追加

・上記の合計をこの
時点の残薬とする。

Ａ医院の調剤薬が処
方調整されたもので
あれば、調整分の薬
剤を青袋から必要数
量を抜き出し、患者に
服用方法を説明する。

他科・他院
の調剤薬
発行

他科・他院
の調剤薬
発行



一般社団法人 埼玉県薬剤師会　会員薬局

薬の飲み残し対策
推進事業参加薬局

厚生労働省委託事業

埼玉県のマスコット
「コバトン」

埼
玉
県
薬
剤
師
会

一
般
社
団
法
人

青
袋

埼
玉
県
薬
剤
師
会

一
般
社
団
法
人

黄
袋

埼
玉
県
薬
剤
師
会

一
般
社
団
法
人

赤
袋

い
ま

飲
ん

で
い

る
お

薬
で

余
っ

て
い

る
分

を
入

れ
て

お
き

ま
す

。

い
ま
使
っ
て
い
る
薬
の
予
備

い
ま
使
っ
て
い
な
い
薬

も
う
使
え
な
い
薬

※
袋
の
中
の
薬
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
は
、
使
っ
た
薬
の
数
を
確
認
す
る
た
め
、
薬
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

薬
局
連
絡
先
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
担
当
薬
剤
師
名

•
期

限
切

れ
の

薬
•

い
つ

調
剤

さ
れ

た
か

分
か

ら
な

い
薬

•
使

用
期

限
が

分
か

ら
な

い
薬

 
な

ど
を

入
れ

て
お

き
ま

す
。

•
今

後
使

う
可

能
性

が
あ

る
薬

•
症

状
が

出
た

と
き

に
使

用
し

て
も

よ
い

と
判

断
さ

れ
る

薬
　（

痛
み

止
め

、
便

秘
の

薬
な

ど
）

•
使

用
期

限
が

分
か

っ
て

い
る

薬
　

　
な

ど
を

入
れ

て
お

き
ま

す
。

お
く
す
り
整
理
用
バ
ッ
グ

そ
れ
ぞ
れ
の
袋
の
中
に
あ
る
薬
の
数
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
中
の
薬
を
入
れ
替
え
た
り
、
外
に
出
し

た
り
し
な
い
よ
う
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。



し
て

い
る

人
を

除
く

と
い

う
こ

と
で

、
自

分
で

服
薬

管
理

し
て

い
る

施
設

入
所

の
方

は
調

査
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

 Ｑ
．

選
定

基
準

の
中

で
長

期
処

方
の

規
定

が
な

い
が

、
調

査
期

間
を

超
え

た
処

方
が

出
て

い
る

場
合

、
薬

剤
師

の
仕

事
が

反
映

さ
れ

な
い

が
ど

う
な

の
か

？
 

Ａ
．

調
査

期
間

を
超

え
る

日
数

分
の

処
方

を
さ

れ
て

い
る

方
は

除
い

て
く

だ
さ

い
。

薬
剤

師
が

関
与

し
た

中
で

処
方

調
整

で
き

る
機

会
が

あ
る

方
を

対
象

と
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 Ｑ

．
（

Ｑ
＆

Ａ
よ

り
）

薬
局

で
用

意
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

カ
レ

ン
ダ

ー
等

の
用

具
が

患
者

に
と

っ
て

必
要

と
な

っ
た

場
合

、
薬

局
で

準
備

し
て

貸
し

出
し

た
方

が
良

い
の

か
？

そ
れ

と
も

購
入

し
て

も
ら

っ
た

方
が

良
い

の
か

？
 

Ａ
．

貸
与

す
る

か
、

販
売

す
る

か
は

各
薬

局
様

で
決

め
て

い
た

だ
い

て
結

構
で

す
。

Ｑ
＆

Ａ
で

は
、

こ
の

用
具

購
入

の
費

用
が

補
助

金
か

ら
は

出
な

い
と

い
う

事
を

示
し

て
い

ま
す

。
 

 Ｑ
．

最
初

に
説

明
し

た
際

に
、
「

家
に

来
ら

れ
る

の
は

い
や

、
持

っ
て

来
る

な
ら

大
丈

夫
」

と
い

う
人

が
い

る
と

思
う

が
、

薬
剤

師
の

訪
問

に
つ

い
て

、
持

っ
て

き
て

も
ら

う
こ

と
で

代
用

で
き

な
い

か
？

家
に

上
げ

る
の

が
嫌

だ
と

い
う

人
に

つ
い

て
は

、
Ｎ

Ｇ
に

入
れ

る
し

か
な

い
の

か
？

 

Ａ
．

今
回

の
調

査
は

家
に

行
っ

て
関

与
す

る
事

な
の

で
、

調
査

対
象

か
ら

は
外

れ
ま

す
の

で
、

Ｎ
Ｇ

と
し

て
扱

っ
て

く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
申

し
出

の
あ

っ
た

患
者

さ
ん

に
対

し
て

、
持

っ
て

き
て

い
た

だ
い

て
整

理
し

て
あ

げ
る

こ
と

は
自

由
で

す
。

 
 Ｑ

．
選

定
方

法
の

中
に

「
ヘ

ル
パ

ー
か

ら
の

情
報

を
基

に
」

と
あ

る
が

、
ヘ

ル
パ

ー
が

服
薬

に
関

し
て

介

助
し

て
い

る
患

者
は

、
施

設
入

所
と

同
じ

よ
う

な
扱

い
と

し
て

選
定

基
準

か
ら

外
れ

る
の

か
？

 

Ａ
．

ヘ
ル

パ
ー

が
行

っ
て

い
て

も
対

象
に

し
て

良
い

で
す

。
ヘ

ル
パ

ー
が

行
っ

て
い

て
も

残
薬

の
あ

る
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。

 
 Ｑ

．
調

査
で

残
薬

が
あ

っ
た

場
合

は
、

残
薬

調
整

を
し

て
い

く
の

が
望

ま
し

い
が

、
患

者
が

希
望

し
な

か

っ
た

場
合

は
そ

の
ま

ま
調

整
し

な
い

形
と

な
る

。
残

薬
が

あ
る

事
を

分
か

っ
て

い
て

２
回

目
を

調
剤

し
て

も
良

い
の

か
？

 

Ａ
．
薬

剤
師

の
調

剤
業

務
の

な
か

で
、
残

薬
を

確
認

す
る

義
務

あ
り

ま
す

が
、
患

者
の

意
思

も
重

要
で

す
。

日
頃

の
業

務
と

一
緒

で
、

患
者

さ
ん

に
納

得
し

て
も

ら
っ

た
う

え
で

処
方

調
整

を
か

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 Ｑ
．

次
回

訪
問

を
次

回
調

剤
日

と
し

た
時

、
患

者
さ

ん
か

ら
訪

問
に

来
る

時
に

新
し

く
出

た
薬

を
持

っ
て

来
て

と
言

わ
れ

た
ら

、
薬

局
で

渡
さ

ず
持

っ
て

行
っ

て
よ

い
か

？
 

Ａ
．

薬
局

で
服

薬
に

関
す

る
説

明
を

行
い

、
薬

を
後

か
ら

持
っ

て
行

く
分

に
は

構
わ

な
い

。
ま

た
、

訪
問

日
を

処
方

日
か

ら
４

日
以

内
に

設
定

し
て

も
ら

え
ば

、
そ

の
場

で
処

方
変

更
も

で
き

る
の

で
、

そ
の

辺
り

も
頭

に
入

れ
て

訪
問

日
を

決
め

て
い

た
だ

け
れ

ば
と

思
い

ま
す

。
 

調
査

に
関

す
る

Ｑ
＆

Ａ
（

説
明

会
）

 

 Ｑ
．

最
後

の
訪

問
時

に
、

在
宅

を
続

け
る

か
患

者
と

相
談

す
る

と
い

う
こ

と
だ

が
、

在
宅

契
約

が
難

し
い

病
院

の
場

合
は

、
「

薬
剤

師
が

行
っ

た
方

が
良

い
か

ど
う

か
」

と
い

っ
た

聞
き

方
で

も
良

い
か

？
 

Ａ
．

在
宅

契
約

を
行

う
か

否
か

に
つ

い
て

は
在

宅
患

者
さ

ん
が

希
望

し
て

も
介

護
保

険
を

も
っ

て
い

な
け

れ
ば

い
け

な
い

等
、

状
況

は
色

々
あ

る
た

め
、

在
宅

に
繋

げ
る

チ
ャ

ン
ス

だ
と

思
っ

て
積

極
的

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
医

師
と

相
談

の
う

え
で

必
要

で
あ

れ
ば

と
い

う
こ

と
が

前
提

と
な

り
ま

す
。

 
 Ｑ

．
予

備
薬

は
２

～
３

日
分

と
の

事
だ

が
、

患
者

に
よ

っ
て

２
週

間
分

は
持

っ
て

い
た

い
と

い
う

人
が

い

る
。

予
備

薬
の

基
準

は
患

者
さ

ん
と

話
し

あ
っ

て
決

め
る

の
で

よ
い

か
？

 

Ａ
．

残
薬

に
つ

い
て

、
ど

こ
で

区
切

り
ど

こ
か

ら
先

を
残

薬
と

す
る

か
は

薬
局

の
判

断
で

結
構

で
す

。
必

要
な

薬
以

外
に

ど
の

く
ら

い
余

り
、

そ
れ

が
ど

の
よ

う
に

変
化

す
る

の
か

を
み

て
頂

け
れ

ば
よ

い
で

す
。

残
薬

の
定

義
が

そ
れ

ぞ
れ

あ
る

と
思

い
ま

す
の

で
、

予
備

が
１

週
間

で
も

２
週

間
で

も
、

ご
自

身
で

判
断

し
て

い
た

だ
い

て
構

い
ま

せ
ん

。
 

 Ｑ
．

薬
剤

師
が

介
入

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

医
師

に
処

方
日

数
の

調
整

を
行

い
、

残
薬

が
減

っ
て

く
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
し

か
し

、
専

門
外

来
や

主
治

医
が

決
ま

っ
て

お
ら

ず
受

診
日

が
ず

れ
た

場
合

の
残

薬
の

考
え

方
は

ど
の

よ
う

に
し

た
ら

よ
い

か
？

 

Ａ
．

患
者

さ
ん

の
中

に
は

、
次

回
訪

問
日

決
め

て
な

い
人

も
い

ま
す

。
そ

の
た

め
、

２
～

３
回

目
に

行
っ

た
時

に
、

こ
こ

ま
で

は
飲

ん
で

い
る

、
こ

こ
か

ら
先

は
残

薬
、

と
ご

自
身

で
判

断
し

て
い

た
だ

い
て

構
い

ま
せ

ん
。

 
 Ｑ

．
頓

服
薬

の
取

扱
い

に
つ

い
て

、
初

回
に

頭
痛

時
１

０
回

分
で

て
い

て
、

２
回

目
行

っ
た

ら
残

っ
て

い

た
場

合
、

残
薬

と
し

て
扱

う
べ

き
か

？
そ

れ
と

も
黄

袋
に

分
類

す
る

べ
き

か
？

 

Ａ
．

患
者

さ
ん

と
相

談
し

て
、

も
う

使
わ

な
い

と
い

う
こ

と
で

あ
れ

ば
黄

袋
に

入
れ

て
下

さ
い

。
 

 Ｑ
．
今

回
の

調
査

で
は

何
事

例
を

目
標

と
し

て
い

る
の

か
？

地
区

か
ら

２
軒

で
よ

い
と

の
こ

と
だ

っ
た

が
、

や
り

た
い

薬
局

が
あ

れ
ば

声
か

け
し

て
よ

い
か

？
 

Ａ
．

目
標

と
し

て
い

る
の

は
５

０
０

事
例

で
す

。
で

き
る

だ
け

多
く

の
症

例
が

集
ま

る
と

統
計

学
的

に
も

良
い

の
で

５
０

０
に

近
づ

け
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
ご

協
力

し
て

い
た

だ
け

る
薬

局
が

あ
る

場
合

は
、

県
薬

に
連

絡
を

い
た

だ
け

れ
ば

資
材

を
一

式
お

送
り

し
ま

す
。

調
査

期
間

開
始

日
ま

で
に

お
申

し
出

く
だ

さ
い

。
 

 Ｑ
．

対
象

協
力

者
の

選
定

基
準

に
つ

い
て

（
施

設
入

所
者

の
取

扱
い

）
 

Ａ
．

協
力

者
の

選
定

基
準

で
施

設
入

所
の

方
を

除
く

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
こ

れ
は

他
人

が
厳

密
に

管
理



N
o

名
　
称

〒
所
在
地

4
8
寺
田
薬
局

3
3
3
-
0
8
0
2

川
口
市
戸
塚
東
3
-
1
4
-
6

4
9
昭
和
橋
坂
下
薬
局

3
3
4
-
0
0
0
3

川
口
市
坂
下
町
1
-
1
-
7

5
0
川
口
薬
剤
師
会
中
央
薬
局
安
行
店

3
3
4
-
0
0
5
7

川
口
市
安
行
原
1
9
0
-
6

5
1
薬
樹
薬
局
も
ち
だ

3
6
1
-
0
0
1
6

行
田
市
持
田
3
-
4
-
1
1

5
2
有
限
会
社
フ
ジ
イ
薬
局

3
6
1
-
0
0
1
7

行
田
市
若
小
玉
1
1
1
-
1

5
3
土
橋
薬
局

3
6
1
-
0
0
2
2

行
田
市
桜
町
2
-
2
5
-
1
3

5
4
ト
ー
ア
薬
局

3
6
1
-
0
0
2
3

行
田
市
長
野
天
沼
1
2
6
3
-
7

5
5
す
み
れ
薬
局

3
6
1
-
0
0
4
1

行
田
市
棚
田
町
1
-
4
2
-
5

5
6
フ
ァ
ー
コ
ス
く
す
の
き
台
薬
局

3
5
9
-
0
0
3
7

所
沢
市
く
す
の
き
台
1
-
1
2
-
2
0

5
7
ス
カ
イ
薬
局

3
5
9
-
0
0
4
1

所
沢
市
中
新
井
3
-
2
0
-
3
5
-
1
0
4

5
8
ス
ギ
薬
局
所
沢
航
空
公
園
店

3
5
9
-
0
0
4
2

所
沢
市
並
木
3
-
1
　
6
号
棟
1
0
1

5
9
東
口
薬
局

3
5
9
-
0
0
4
4

所
沢
市
松
葉
町
1
0
-
2

6
0
ハ
ー
ト
フ
ル
薬
局
狭
山
ヶ
丘
店

3
5
9
-
1
1
0
6

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
5
-
2
7
3
9
-
6

6
1
ア
ル
ル
薬
局

3
5
9
-
1
1
3
1

所
沢
市
久
米
5
5
0
-
8

6
2
あ
お
い
薬
局
所
沢
宮
本
店

3
5
9
-
1
1
4
2

所
沢
市
宮
本
町
1
-
1
4
-
5

6
3
あ
お
い
調
剤
薬
局
和
ヶ
原
店

3
5
9
-
1
1
6
1

所
沢
市
狭
山
ヶ
丘
1
-
2
9
9
4
-
3
4

6
4
し
ふ
り
薬
局

3
5
7
-
0
0
2
4

飯
能
市
緑
町
4
-
1
1

6
5
は
ち
ま
ん
町
薬
局

3
5
7
-
0
0
3
3

飯
能
市
八
幡
町
3
-
2
0

6
6
い
な
り
町
薬
局

3
5
7
-
0
0
3
7

飯
能
市
稲
荷
町
2
-
1
3

6
7
タ
ツ
ミ
調
剤
薬
局

3
5
7
-
0
0
4
1

飯
能
市
美
杉
台
2
-
1
0
-
5

6
8
あ
い
薬
局

3
6
7
-
0
0
2
1

本
庄
市
東
台
4
-
1
-
2
3

6
9
す
や
薬
局
栗
崎
店

3
6
7
-
0
0
3
2

本
庄
市
栗
崎
1
1
4
-
2

7
0
ク
ロ
ー
バ
薬
局

3
5
5
-
0
0
0
5

東
松
山
市
松
山
1
2
1
6
-
1

7
1
稲
垣
薬
局
東
松
山
店

3
5
5
-
0
0
0
5

東
松
山
市
松
山
1
8
2
5
-
3

7
2
寺
田
薬
局
東
松
山
店

3
5
5
-
0
0
0
5
 
東
松
山
市
松
山
2
4
1
5
-
2

7
3
フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局
本
一
店

3
5
5
-
0
0
1
5

東
松
山
市
本
町
1
-
6
-
1
9

7
4
薬
樹
薬
局
松
山
本
町

3
5
5
-
0
0
1
5

東
松
山
市
本
町
2
-
3
-
1
1

7
5
か
り
ん
薬
局

3
5
5
-
0
0
1
6

東
松
山
市
材
木
町
1
2
-
3

7
6
薬
局
松
山
材
木
町

3
5
5
-
0
0
1
6

東
松
山
市
材
木
町
1
6
-
1
1

7
7
オ
リ
ー
ブ
薬
局

3
4
4
-
0
0
3
6

春
日
部
市
下
大
増
新
田
2
6
4
-
1

7
8
ま
ご
こ
ろ
薬
局
笹
井
店

3
5
0
-
1
3
2
7

狭
山
市
笹
井
2
5
7
5
-
5

7
9
Ｃ
Ｍ
Ｓ
さ
く
ら
草
薬
局

3
4
8
-
0
0
3
4

羽
生
市
下
川
崎
5
1
1
-
3

8
0
ひ
か
り
薬
局

3
4
8
-
0
0
4
7

羽
生
市
下
新
郷
1
0
5
4
-
2

8
1
中
沢
薬
局

3
4
8
-
0
0
5
4

羽
生
市
西
4
-
1
4
-
1

8
2
(
有
)
松
本
薬
局

3
4
8
-
0
0
5
8

羽
生
市
中
央
3
-
5
-
1
9

8
3
島
崎
薬
局

3
6
5
-
0
0
3
8

鴻
巣
市
本
町
4
-
1
-
1
9

8
4
(
株
)
ア
ル
フ
ァ
メ
デ
ィ
ッ
ク
寺
田
薬
局

3
6
9
-
0
1
2
2

鴻
巣
市
南
1
-
7
-
1
1

8
5
さ
く
ら
薬
局

3
6
6
-
0
0
2
6

深
谷
市
稲
荷
町
1
-
1
5
-
2
2

8
6
プ
ラ
イ
ム
薬
局

3
6
6
-
0
0
3
3

深
谷
市
国
済
寺
4
6
5
-
1

8
7
三
共
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
原
郷
店

3
6
6
-
0
0
3
5

深
谷
市
原
郷
4
-
3
0

8
8
あ
か
ね
薬
局

3
6
6
-
0
0
5
1

深
谷
市
寿
町
5
4
-
3

8
9
上
柴
薬
局

3
6
6
-
0
0
5
2

深
谷
市
上
柴
町
西
2
-
1
4
-
4
4

9
0
三
共
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
上
柴
店

3
6
6
-
0
0
5
2

深
谷
市
上
柴
町
西
2
-
2
2
-
1
2

9
1
ひ
ば
り
薬
局
か
や
ば
店

3
6
6
-
0
8
1
8

深
谷
市
萱
場
3
9
8
-
3

9
2
あ
げ
お
シ
ー
エ
ス
薬
局

3
6
2
-
0
0
7
5

上
尾
市
柏
座
1
-
1
2
-
3

9
3
一
生
堂
薬
局
本
店

3
4
0
-
0
0
0
2

草
加
市
青
柳
5
-
1
3
-
8

9
4
一
正
堂
薬
局
第
二
支
店

3
4
0
-
0
0
0
2

草
加
市
青
柳
6
-
2
4
-
2
8

9
5
さ
さ
き
薬
局

3
4
0
-
0
0
3
4

草
加
市
氷
川
町
2
1
2
7
-
4

9
6
く
り
の
き
薬
局

3
4
0
-
0
0
4
1

草
加
市
松
原
4
-
5
-
5

(
市
町
村
・
郵
便
番
号
順
）

N
o

名
　
称

〒
所
在
地

1
パ
ー
ク
薬
局

3
3
0
-
0
0
5
3

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
前
地
3
-
1
7
-
2
2

2
セ
キ
グ
チ
薬
局

3
3
0
-
0
0
6
1

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
9
-
3
2
-
1
7

3
(
有
)
コ
ス
モ
ス
薬
局

3
3
0
-
0
0
6
2

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
4
-
1
0
-
1
3

4
ト
ミ
ヤ
薬
局

3
3
0
-
0
0
6
3

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
2
-
6
-
1

5
た
か
さ
ご
薬
局

3
3
0
-
0
0
6
4

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
4
-
2
5
-
3
-
1
0
2

6
第
二
タ
イ
ガ
ー
薬
局

3
3
0
-
0
8
4
5

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
仲
町
2
-
1
8
-
1
F

7
大
宮
タ
イ
ガ
ー
薬
局

3
3
0
-
0
8
4
5

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
仲
町
2
-
2
4
-
2

8
あ
つ
み
薬
局
三
橋
店

3
3
1
-
0
0
5
2

さ
い
た
ま
市
西
区
三
橋
6
-
1
6
1

9
岸
田
薬
局

3
3
1
-
0
0
5
4

さ
い
た
ま
市
西
区
島
根
5
1
2

1
0
指
扇
薬
局

3
3
1
-
0
0
7
3

さ
い
た
ま
市
西
区
指
扇
領
別
所
3
6
6
-
2
4

1
1
セ
イ
ム
ス
薬
局
土
呂
駅
前
店

3
3
1
-
0
8
0
4

さ
い
た
ま
市
北
区
土
呂
町
1
-
1
2
-
2

1
2
川
田
薬
局

3
3
1
-
0
8
1
2

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
3
-
5
6
2

1
3
エ
ム
エ
ム
薬
局

3
3
1
-
0
8
1
2

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
4
-
1
0
-
7

1
4
コ
ス
モ
薬
局
大
宮

3
3
1
-
0
8
1
3

さ
い
た
ま
市
北
区
植
竹
町
1
-
5
6
1
-
5

1
5
ひ
か
り
薬
局

3
3
1
-
0
8
2
3

さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
3
-
7
5
7
-
2

1
6
ひ
ま
わ
り
薬
局

3
3
6
-
0
0
1
7

さ
い
た
ま
市
南
区
南
浦
和
3
-
4
3
-
9

1
7
別
所
薬
局

3
3
6
-
0
0
2
1

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
1
-
6
-
8

1
8
サ
ン
＆
グ
リ
ー
ン
薬
局
さ
い
た
ま
南

3
3
6
-
0
0
2
1

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
6
-
1
8
-
7

1
9
か
り
す
薬
局

3
3
6
-
0
0
2
1

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
7
-
2
-
1
-
2
0
6

2
0
青
葉
薬
局

3
3
6
-
0
0
2
6

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
4
-
7
-
3

2
1
飛
鳥
薬
局
浦
和
店

3
3
6
-
0
9
1
1

さ
い
た
ま
市
緑
区
三
室
2
4
6
6
-
7

2
2
オ
レ
ン
ジ
薬
局

3
3
6
-
0
9
2
6

さ
い
た
ま
市
緑
区
浦
和
4
-
2
7
-
1
0

2
3
す
こ
や
か
薬
局

3
3
6
-
0
9
2
6

さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
1
-
1
7
-
1
3

2
4
関
口
り
ん
ど
う
薬
局

3
3
6
-
0
9
2
6

さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
2
-
1
4
-
1

2
5
諏
訪
入
ア
ポ
ス
調
剤
薬
局

3
3
6
-
0
9
3
6

さ
い
た
ま
市
緑
区
太
田
窪
3
-
1
-
1
4
-
1
F

2
6
さ
く
ら
薬
局

3
3
7
-
0
0
4
3

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
中
川
7
4
9
-
1

2
7
フ
レ
ン
ド
薬
局
東
大
宮
店

3
3
7
-
0
0
5
1

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
2
-
5
3
-
1
2

2
8
ひ
の
き
薬
局

3
3
8
-
0
0
0
1

さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合
2
-
9
-
3
0

2
9
え
ん
な
み
薬
局

3
3
8
-
0
0
0
7

さ
い
た
ま
市
中
央
区
円
阿
弥
1
-
6
-
7

3
0
か
せ
薬
局

3
3
8
-
0
8
1
6

さ
い
た
ま
市
桜
区
大
字
塚
本
1
7
1

3
1
た
か
や
ま
薬
局

3
3
9
-
0
0
5
5

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
東
町
2
-
6
-
3
5

3
2
三
陽
薬
局

3
5
0
-
0
8
0
6

川
越
市
天
沼
新
田
3
0
7
-
7

3
3
海
の
子
薬
局

3
5
0
-
1
1
0
7

川
越
市
的
場
新
町
1
7
-
7

3
4
イ
ル
カ
薬
局

3
5
0
-
1
1
3
6

川
越
市
下
新
河
岸
3
8
-
1

3
5
ア
マ
ノ
薬
局

3
5
0
-
1
1
7
9

川
越
市
か
し
野
台
2
-
1
6
-
2
4

3
6
宮
前
薬
局

3
4
3
-
0
0
1
4

熊
谷
市
宮
前
1
-
5
-
1

3
7
(
株
)
熊
谷
市
薬
剤
師
会
会
営
薬
局
中
西
店

3
6
0
-
0
0
1
3

熊
谷
市
中
西
2
-
8
-
1

3
8
い
る
か
薬
局

3
6
0
-
0
0
1
4

熊
谷
市
箱
田
1
-
1
2
-
2

3
9
(
株
)
熊
谷
市
薬
剤
師
会
会
営
薬
局
佐
谷
田
店

3
6
0
-
0
0
2
3

熊
谷
市
佐
谷
田
3
8
0
0
-
2

4
0
ト
ミ
オ
カ
薬
局

3
6
0
-
0
0
4
6

熊
谷
市
鎌
倉
町
1
2
1

4
1
(
株
)
熊
谷
市
薬
剤
師
会
会
営
薬
局
江
南
店

3
6
0
-
0
1
0
5
 
熊
谷
市
板
井
1
6
9
0
-
6

4
2
ド
レ
ミ
薬
局

3
6
0
-
0
2
0
2

熊
谷
市
妻
沼
東
5
-
5
1

4
3
川
口
薬
剤
師
会
中
央
薬
局

3
3
2
-
0
0
1
2

川
口
市
本
町
3
-
3
-
8

4
4
カ
ト
ー
薬
院

3
3
2
-
0
0
1
2

川
口
市
本
町
4
-
1
-
1
1

4
5
マ
ユ
ミ
薬
局

3
3
2
-
0
0
1
7

川
口
市
栄
町
2
-
5
-
1
1

4
6
金
子
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

3
3
2
-
0
0
1
7

川
口
市
栄
町
3
-
8
-
1
2

4
7
太
極
堂
薬
局

3
3
2
-
0
0
2
1

川
口
市
西
川
口
1
-
4
1
-
5

高
齢

者
等

の
薬

の
飲

み
残

し
対

策
推

進
事

業
　

参
加

薬
局

一
覧

（
１
８
３
薬

局
）



N
o

名
　
称

〒
所
在
地

1
4
6
さ
い
と
ー
薬
局

3
5
4
-
0
0
2
1
 
富
士
見
市
鶴
馬
2
-
2
0
-
3

1
4
7
勝
瀬
薬
局

3
5
4
-
0
0
3
1

富
士
見
市
勝
瀬
7
5
9
-
5

1
4
8
グ
レ
イ
ト
漢
方
薬
局

3
4
1
-
0
0
3
1

三
郷
市
岩
野
木
3
7

1
4
9
メ
デ
ィ
ス
ン
シ
ョ
ッ
プ
は
ま
な
す
薬
局

3
4
1
-
0
0
3
4
 
三
郷
市
新
和
1
-
2
1
5
-
1

1
5
0
た
か
の
薬
局

3
4
1
-
0
0
3
5

三
郷
市
鷹
野
4
-
4
9
1
-
2

1
5
1
ひ
か
り
薬
局

3
4
1
-
0
0
3
5

三
郷
市
鷹
野
4
-
5
1
6
-
1

1
5
2
か
も
め
薬
局
三
郷
店

3
4
1
-
0
0
4
2

三
郷
市
谷
口
5
6
7
-
1

1
5
3
ア
ル
フ
ァ
薬
局

3
4
1
-
0
0
4
4

三
郷
市
戸
ヶ
崎
2
-
2
8
6
-
1

1
5
4
彦
成
薬
局

3
4
1
-
0
0
5
1

三
郷
市
天
神
1
-
3
8
-
3

1
5
5
コ
ス
モ
薬
局
黒
浜

3
4
9
-
0
1
0
1

蓮
田
市
黒
浜
2
9
4
5
-
4

1
5
6
く
ろ
き
薬
局
黒
浜
支
店

3
4
9
-
0
1
0
1

蓮
田
市
黒
浜
4
7
7
0

1
5
7
薬
局
オ
リ
ー
ブ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

3
4
9
-
0
1
1
1

蓮
田
市
東
5
-
2
-
9

1
5
8
芙
蓉
堂
薬
局

3
4
9
-
0
1
1
1

蓮
田
市
東
6
-
2
-
1
0

1
5
9
コ
ス
モ
薬
局
蓮
田

3
4
9
-
0
1
3
1

蓮
田
市
根
金
1
6
6
5
-
5

1
6
0
き
ら
り
薬
局

3
4
9
-
0
1
3
1

蓮
田
市
根
金
1
8
1
3
-
1
0

1
6
1
ウ
エ
サ
カ
薬
局

3
4
9
-
0
1
3
3

蓮
田
市
閏
戸
4
1
2
2
-
1
4

1
6
2
メ
ロ
ー
ラ
イ
フ
薬
局
若
葉
店

3
5
0
-
0
2
1
5

坂
戸
市
関
間
4
-
1
2
-
1
2
-
B

1
6
3
Ｓ
Ｆ
Ｃ
薬
局
幸
手
中
央
店

3
4
0
-
0
1
1
3

幸
手
市
幸
手
2
0
6
0
-
5

1
6
4
や
ま
と
薬
局
千
塚
支
店

3
4
0
-
0
1
6
2

幸
手
市
下
川
崎
7
1
-
3

1
6
5
ウ
エ
ル
薬
局
藤
金
店

3
5
0
-
2
2
0
6

鶴
ヶ
島
市
藤
金
6
5
0
-
5

1
6
6
ハ
ー
ト
薬
局

3
5
0
-
1
2
4
2

日
高
市
北
平
沢
5
1
2
-
1

1
6
7
(
株
)
ハ
ー
ト
薬
局
武
蔵
台
店

3
5
0
-
1
2
5
5

日
高
市
武
蔵
台
1
-
2
3
-
1
4

1
6
8
さ
か
え
薬
局

3
4
2
-
0
0
4
1

吉
川
市
保
7
8
8
-
1
6

1
6
9
白
岡
薬
局

3
4
9
-
0
2
1
7

白
岡
市
小
久
喜
9
3
2
-
6

1
7
0
伊
奈
オ
リ
ー
ブ
薬
局

3
6
2
-
0
8
0
5

伊
奈
町
栄
3
-
1
5
-
4

1
7
1
お
お
の
薬
局

3
6
2
-
0
8
0
5

伊
奈
町
栄
4
-
1
5
4

1
7
2
伊
奈
中
央
薬
局

3
6
2
-
0
8
0
6

伊
奈
町
小
室
1
0
0
5
1
-
1

1
7
3
ま
い
薬
局
三
芳
店

3
5
4
-
0
0
4
1

三
芳
町
藤
久
保
9
6
2
-
1
1

1
7
4
フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局
長
瀬
店

3
5
0
-
0
4
3
6

毛
呂
山
町
川
角
1
3
0
-
3

1
7
5
つ
き
の
わ
ク
ロ
ー
バ
薬
局

3
5
5
-
0
8
1
5

滑
川
町
月
の
輪
1
-
4
-
1

1
7
6
(
有
)
サ
カ
エ
薬
局

3
5
5
-
0
2
1
4

嵐
山
町
大
字
志
賀
1
9
2
-
6
3

1
7
7
島
本
薬
局

3
5
5
-
0
2
2
1

嵐
山
町
菅
谷
４
５
１

1
7
8
ミ
ド
リ
薬
局

3
5
5
-
0
3
1
5

小
川
町
み
ど
り
が
丘
2
-
1
0
-
1

1
7
9
市
川
薬
局

3
5
5
-
0
3
2
1

小
川
町
大
字
小
川
4
9
7
-
1
1

1
8
0
薬
樹
薬
局
吉
見
店

3
5
5
-
0
1
1
8

吉
見
町
下
細
谷
6
8
8
-
4

1
8
1
わ
か
ば
薬
局
宮
代
店

3
4
5
-
0
8
3
6

宮
代
町
和
戸
1
5
0
9
-
3

1
8
2
杉
戸
中
央
薬
局

3
4
5
-
0
0
3
6

杉
戸
町
杉
戸
2
-
1
6
-
1
5

1
8
3
高
野
台
薬
局

3
4
5
-
0
0
4
3

杉
戸
町
下
高
野
1
1
9
4
-
2

N
o

名
　
称

〒
所
在
地

9
7
草
加
調
剤
薬
局

3
4
0
-
0
0
4
1

草
加
市
松
原
5
-
1
-
7

9
8
マ
ミ
ー
薬
局

3
4
0
-
0
0
4
3

草
加
市
草
加
1
-
4
-
1

9
9
コ
イ
ケ
薬
局

3
4
0
-
0
0
5
3

草
加
市
旭
町
6
-
2
-
1

1
0
0
く
す
り
や
シ
ー
エ
ス
薬
局

3
4
3
-
0
0
0
2

越
谷
市
平
方
南
町
6
-
2

1
0
1
薬
樹
薬
局
越
谷
２
号
店

3
4
3
-
0
0
2
3

越
谷
市
東
越
谷
1
0
-
2
0
-
1

1
0
2
薬
樹
薬
局
越
谷

3
4
3
-
0
0
2
3

越
谷
市
東
越
谷
1
0
-
2
0
-
2

1
0
3
み
は
る
薬
局

3
4
3
-
0
0
2
5

越
谷
市
大
沢
3
2
1
9
-
1

1
0
4
け
ん
ゆ
う
薬
局

3
4
3
-
0
0
2
5

越
谷
市
大
沢
3
-
1
0
-
1
0

1
0
5
サ
ン
コ
ー
薬
局

3
4
3
-
0
0
3
2

越
谷
市
袋
山
1
3
6
1
-
8

1
0
6
コ
ジ
マ
薬
局

3
4
3
-
0
0
4
1

越
谷
市
千
間
台
西
1
-
1
0
-
9

1
0
7
さ
く
ら
薬
局

3
4
3
-
0
0
4
5

越
谷
市
下
間
久
里
7
3
8
-
3

1
0
8
す
み
れ
薬
局

3
4
3
-
0
8
0
5

越
谷
市
神
明
町
3
-
3
-
1
1

1
0
9
コ
ス
モ
薬
局
越
谷

3
4
3
-
0
8
0
8

越
谷
市
赤
山
本
町
1
4
-
7

1
1
0
メ
ー
プ
ル
薬
局
越
谷
店

3
4
3
-
0
8
2
1

越
谷
市
瓦
曽
根
1
-
6
-
1
4

1
1
1
ま
ご
こ
ろ
薬
局

3
4
3
-
0
8
2
6

越
谷
市
東
町
2
-
1
2
0
-
6
0

1
1
2
ウ
エ
ル
シ
ア
越
谷
蒲
生
薬
局

3
4
3
-
0
8
3
2

越
谷
市
南
町
1
-
1
5
-
2
7

1
1
3
永
井
薬
局

3
4
3
-
0
8
3
6

越
谷
市
蒲
生
寿
町
1
4
-
1
6

1
1
4
藤
助
薬
局

3
4
3
-
0
8
3
8

越
谷
市
蒲
生
1
-
5
-
4
5

1
1
5
ヤ
マ
ダ
薬
局
蒲
生
支
店

3
4
3
-
0
8
4
2

越
谷
市
蒲
生
旭
町
1
-
5
8

1
1
6
ひ
か
り
薬
局

3
4
3
-
0
8
4
5

越
谷
市
南
越
谷
1
-
6
-
6
2

1
1
7
東
武
薬
局
ヴ
ァ
リ
エ
店

3
4
3
-
0
8
4
5

越
谷
市
南
越
谷
1
-
1
1
-
4

1
1
8
(
有
)
サ
イ
ト
ウ
薬
局

3
4
3
-
0
8
4
5

越
谷
市
南
越
谷
3
-
1
9
-
1
0

1
1
9
ぽ
ら
り
す
薬
局

3
3
5
-
0
0
0
3

蕨
市
南
町
4
-
1
2
-
3
9

1
2
0
ポ
ピ
ー
薬
局

3
3
5
-
0
0
0
4

蕨
市
中
央
3
-
1
5
-
2
4

1
2
1
ハ
ロ
ー
薬
局

3
3
5
-
0
0
1
5

戸
田
市
川
岸
2
-
5
-
1
9

1
2
2
根
岸
台
薬
局

3
5
1
-
0
0
0
5

朝
霞
市
根
岸
台
6
-
8
-
3
5
-
1
0
2

1
2
3
ア
カ
ネ
薬
局

3
5
1
-
0
0
2
1

朝
霞
市
西
弁
財
1
-
3
-
1
4

1
2
4
あ
さ
か
台
薬
局

3
5
1
-
0
0
2
1

朝
霞
市
西
弁
財
1
-
7
-
3
5

1
2
5
あ
さ
か
台
わ
た
な
べ
薬
局

3
5
1
-
0
0
2
1

朝
霞
市
西
弁
財
1
-
1
0
-
2
5
-
1
0
6

1
2
6
ウ
エ
ル
パ
ー
ク
薬
局
北
朝
霞
店

3
5
1
-
0
0
3
4

朝
霞
市
西
原
1
-
3
-
3
1

1
2
7
フ
ラ
ワ
ー
薬
局

3
5
1
-
0
0
3
5

朝
霞
市
朝
志
ケ
丘
3
-
5
-
2
-
1
0
5

1
2
8
あ
お
ぞ
ら
薬
局

3
5
1
-
0
1
0
2

朝
霞
市
諏
訪
4
-
1
0

1
2
9
ワ
カ
バ
薬
局

3
5
3
-
0
0
0
1

志
木
市
上
宗
岡
5
-
1
8
-
8

1
3
0
新
倉
健
康
薬
局

3
5
1
-
0
1
1
5

和
光
市
新
倉
3
-
6
-
2
0

1
3
1
コ
ス
モ
薬
局
新
座
店

3
5
2
-
0
0
0
1

新
座
市
東
北
1
-
6
-
2

1
3
2
コ
ス
モ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

3
5
2
-
0
0
0
1

新
座
市
東
北
1
-
7
-
2

1
3
3
く
る
み
薬
局
２
号
店

3
5
2
-
0
0
0
3

新
座
市
北
野
3
-
1
8
-
1
4

1
3
4
エ
ー
ル
薬
局
学
園
通
り
店

3
5
2
-
0
0
1
4

新
座
市
栄
4
-
6
-
3

1
3
5
ア
サ
ヒ
堂
薬
局

3
5
2
-
0
0
2
1

新
座
市
あ
た
ご
3
-
7
-
1
6

1
3
6
か
く
の
木
薬
局

3
5
2
-
0
0
2
3

新
座
市
堀
ノ
内
2
-
9
-
3
3

1
3
7
み
か
ん
薬
局
桶
川
店

3
6
3
-
0
0
0
8

桶
川
市
坂
田
1
5
1
9
-
9

1
3
8
わ
か
ば
薬
局
駅
前
店

3
4
6
-
0
0
0
3

久
喜
市
久
喜
中
央
2
-
2
-
7

1
3
9
コ
ス
モ
薬
局
久
喜

3
4
6
-
0
0
0
3

久
喜
市
久
喜
中
央
2
-
1
0
-
6

1
4
0
み
ど
り
薬
局
栗
橋
店

3
4
9
-
1
1
1
7

久
喜
市
南
栗
橋
1
-
9
-
2

1
4
1
く
り
は
し
薬
局

3
4
9
-
1
1
1
7

久
喜
市
南
栗
橋
1
-
1
0
-
5
-
1
0
1

1
4
2
グ
リ
ー
ン
薬
局

3
4
0
-
0
8
0
4

八
潮
市
小
作
田
4
7
-
1

1
4
3
(
有
)
や
し
お
薬
局

3
4
0
-
0
8
3
1

八
潮
市
南
後
谷
7
5
4
-
1
2

1
4
4
さ
く
ら
そ
う
薬
局

3
5
4
-
0
0
1
3

富
士
見
市
水
谷
東
1
-
1
-
8

1
4
5
ま
い
薬
局
富
士
見
店

3
5
4
-
0
0
2
1

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
1
9
3
1
-
3


